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1．主要業績 

(1) 保有契約高及び新契約高 

・保有契約高 （単位：件、百万円、％） 

区  分 

2024 年度末 2025 年度末 

件 数 金 額 件 数 金 額 

 前年度末比  前年度末比  前年度末比  前年度末比 

個 人 保 険 637,417 106.1 3,966,912 104.4 686,237 107.7 4,175,892 105.3 

個 人 年 金 保 険 － － － － － － － － 

団 体 保 険 － － 5,239,512 140.2 － － 5,961,424 113.8 

団 体 年 金 保 険 － － － － － － － － 

 

・新契約高 （単位：件、百万円、％） 

区  分 

2024 年度 2025 年度 

件 数 金 額 件 数 金 額 

  前年度比   前年度比 新契約 
転換による 

純増加   前年度比   前年度比 新契約 
転換による 

純増加 

個 人 保 険 73,260 101.1 343,787 95.4 343,787 － 86,990 118.7 390,641 113.6 390,641 － 

個人年金保険 － － － － － － － － － － － － 

団 体 保 険 － － － 0.0 － － － － － － － － 

団体年金保険 － － － － － － － － － － － － 

（注） 1． 個人保険の件数は主契約の件数であり、第三分野保険（医療保障・生前給付保障等）を含みます。 

 2． 個人保険の金額は死亡保障額の合計であり、第三分野保険の保障額を含みません。 

 3． 団体保険の新契約高は、新契約として計上された月の単月の新契約高を表します。 

 

(2) 年換算保険料 

・保有契約 （単位：百万円、％） 

区  分 
2024 年度末 2025 年度末 

 前年度末比  前年度末比 

個 人 保 険 26,686 105.7 28,520 106.9 

個 人 年 金 保 険 － － － － 

合 計 26,686 105.7 28,520 106.9 

  うち医療保障・生前給付保障等 13,610 106.1 14,690 107.9 

 

・新契約  （単位：百万円、％） 

区  分 
2024 年度  2025 年度 

 前年度比  前年度比 

個 人 保 険 2,895 101.1 3,396 117.3 

個 人 年 金 保 険 － － － － 

合 計 2,895 101.1 3,396 117.3 

  うち医療保障・生前給付保障等 1,733 105.5 2,103 121.3 

（注）1. 年換算保険料とは、1 回当たりの保険料について保険料の支払方法に応じた係数を乗じ、1

年当たりの保険料に換算した金額です。なお、当社商品の保険料は全て月払いのみとなっ

ているため、1 回当たりの保険料に単純に 12 を乗じたものを年換算保険料とした場合、当

期末の保有契約の年換算保険料は 28,718 百万円（前年度末比 106.8%）、当期の新契約の年

換算保険料は 3,384 百万円（前年度比 116.1%）です。 

2. 「医療保障・生前給付保障等」については、医療保障給付（入院給付、手術給付等）、生

前給付保障給付（就業不能給付）等に該当する部分の年換算保険料を計上しています。 
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(3) 主要収支項目 

（単位：百万円、％） 

区  分 2024 年度 2025 年度 
 

前年度比 

保 険 料 等 収 入 41,438 51,217 123.6 

資 産 運 用 収 益 499 960 192.3 

保 険 金 等 支 払 金 20,569 25,057 121.8 

資 産 運 用 費 用 711 639 89.9 

経 常 利 益 又 は 

経 常 損 失 （ △ ） 
△3,027 2,857 － 

 

 

(4) 総資産 

（単位：百万円、％） 

区  分 2024 年度末 2025 年度末 
 

前年度末比 

総 資 産 89,866 103,745 115.4 
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2．2025 年度決算に基づく契約者配当金例示 

該当事項はありません。 

 

3．2025 年度一般勘定資産の運用状況 

(1) 2025 年度の資産の運用状況 

①当社の運用方針 

当事業年度においても、高格付けの事業債など安定した利息収入を得られる円金利資産を中心とした運用を継続しました。

また、適切なリスク管理の下で、リスク分散を意識したポートフォリオ運営を実施しました。 

 

②運用環境 

米国株式市場は、米国の関税政策や景気後退への警戒感から市場のボラティリティが高い局面はありましたが、関税交渉の

進展による不透明感の緩和や政策金利の引き下げ、堅調な企業業績が下支えとなり上昇しました。その後、地政学リスクの高

まり等を背景に、再びボラティリティが上昇しました。国内株式市場は、米国との関税交渉に対する不透明感から、上半期に

大きく下落する局面はありましたが、不透明感の緩和と高市新政権による積極財政への期待感から、下半期にかけて大幅な上

昇に転じました。 

 為替市場は、ドル円について、上半期に米国の相互関税導入による世界的な景気減速懸念から、一時 140 円台前半まで円高

進行しました。その後、米国と各国との関税協議の進展を背景に円安傾向に転じたほか、高市新政権の積極財政による財政悪

化懸念や地政学リスクの高まり等を受け、当事業年度末にかけては 1 ドル 150 円台後半で推移しました。 

 米国債券市場は、インフレ率の低下や雇用指標の軟化に伴う景気減速懸念が強まり、上半期において短期・長期金利ともに

低下しました。当事業年度においては、計 3 回の政策金利引き下げが実施されました。その後、雇用に対する懸念の後退に加

え、中東情勢の緊迫化に伴う原油高を受けたインフレ懸念が再燃し、当事業年度末にかけて長期金利は上昇しました。国内債

券市場は、日本銀行による金融政策の正常化が着実に進展していくとの観測から、短期・長期金利ともに上昇傾向で推移しま

した。12 月の金融政策決定会合にて、政策金利が引き上げられました。また、財政悪化懸念や原油高に伴うインフレ懸念の高

まりを背景に、当事業年度末にかけて長期金利が大幅に上昇しました。 

10 年日本国債は前事業年度末 1.4%台から当事業年度末 2.3%台、日経平均株価は前事業年度末 35,600 円台から当事業年度末

51,000 円台、ドル円は前事業年度末 1 ドル 149 円台から当事業年度末 1 ドル 158 円台となりました。 
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 (2) 資産の構成 

（単位：百万円、％） 

区   分 
2024 年度末 2025 年度末 

金 額 占 率 金 額 占 率 

現 預 金 ･ コ ー ル ロ ー ン 16,044 17.9 11,321 10.9 

買 現 先 勘 定 － － － － 

債 券 貸 借取 引支 払 保証 金 － － － － 

買 入 金 銭 債 権 － － 1,999 1.9 

商 品 有 価 証 券 － － － － 

金 銭 の 信 託 13,202 14.7 14,975 14.4 

有 価 証 券 52,045 57.9 60,998 58.8 

 公 社 債 47,492 52.8 52,575 50.7 

 株  式 299 0.3 3,988 3.8 

 外 国 証 券 4,168 4.6 4,352 4.2 

  公 社 債 4,168 4.6 4,352 4.2 

  株 式 等 0 0.0 0 0.0 

 そ の 他 の 証 券 84 0.1 81 0.1 

貸 付 金 － － － － 

不 動 産 382 0.4 301 0.3 

繰 延 税 金 資 産 － － 1,056 1.0 

そ の 他 8,190 9.1 13,092 12.6 

貸 倒 引 当 金 － － － － 

合 計 89,866 100.0 103,745 100.0 

 う ち 外 貨 建 資 産 0 

 

0.0 

 

0 

 

0.0 

 （注）不動産については、建物を計上しています。 

 

 

(3) 資産の増減 

（単位：百万円） 

区   分 2024 年度 2025 年度 

現 預 金 ･ コ ー ル ロ ー ン △3,965 △4,722 

買 現 先 勘 定 － － 

債 券 貸 借取 引支 払 保証 金 － － 

買 入 金 銭 債 権 － 1,999 

商 品 有 価 証 券 － － 

金 銭 の 信 託 △155 1,772 

有 価 証 券 9,053 8,953 

 公 社 債 9,072 5,082 

 株  式 △190 3,688 

 外 国 証 券 2,681 184 

  公 社 債 2,681 184 

  株 式 等 － － 

 そ の 他 の 証 券 △2,510 △2 

貸 付 金 － － 

不 動 産 382 △80 

繰 延 税 金 資 産 － 1,056 

そ の 他 356 4,901 

貸 倒 引 当 金 － － 

合 計 5,672 13,879 

 う ち 外 貨 建 資 産 － － 

（注）不動産については、建物を計上しています。 
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(4) 資産運用収益 

（単位：百万円） 

区  分 2024 年度 2025 年度 

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 425 564 

 預 貯 金 利 息 1 6 

 有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金 423 534 

 貸 付 金 利 息 － － 

 不 動 産 賃 貸 料 － － 

 そ の 他 利 息 配 当 金 0 23 

商 品 有 価 証 券 運 用 益 － － 

金 銭 の 信 託 運 用 益 － 395 

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 － － 

有 価 証 券 売 却 益 73 － 

 国 債 等 債 券 売 却 益 0 － 

 株 式 等 売 却 益 － － 

 外 国 証 券 売 却 益 － － 

 そ の 他 73 － 

有 価 証 券 償 還 益 － － 

金 融 派 生 商 品 収 益 － － 

為 替 差 益 － 0 

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 － － 

そ の 他 運 用 収 益 － － 

合     計 499 960 

 

 

(5) 資産運用費用 

 

  

（単位：百万円） 

区  分 2024 年度 2025 年度 

支 払 利 息 1 1 

商 品 有 価 証 券 運 用 損 － 

 

－ 

 金 銭 の 信 託 運 用 損 112 － 

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 － － 

 有 価 証 券 売 却 損 567 605 

 国 債 等 債 券 売 却 損 4 605 

 株 式 等 売 却 損 － － 

  外 国 証 券 売 却 損 － － 

  そ の 他 563 － 

有 価 証 券 評 価 損 － 4 

 国 債 等 債 券 評 価 損 － － 

  株 式 等 評 価 損 － 4 

 外 国 証 券 評 価 損 － － 

  そ の 他 － － 

 有 価 証 券 償 還 損 － － 

 金 融 派 生 商 品 費 用 － － 

 為 替 差 損 0 － 

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 － － 

 貸 付 金 償 却 － － 

 賃貸用不動産等減価償 却費 － － 

 そ の 他 運 用 費 用 29 28 

合     計 711 639 
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(6) 資産運用に係わる諸効率 

①資産別運用利回り 

（単位：％） 

区 分 2024 年度 2025 年度 

現 預 金 ・ コ ー ル ロ ー ン 0.0 0.1 

買 現 先 勘 定 － － 

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 － － 

買 入 金 銭 債 権 － 0.6 

商 品 有 価 証 券 － － 

金 銭 の 信 託 △1.0 2.6 

有 価 証 券 △0.1 △0.1 

 

う ち 公 社 債 0.8 △0.2 

う ち 株 式 △0.1 △0.2 

う ち 外 国 証 券 1.0 1.1 

貸 付 金 － － 

不 動 産 － － 

一 般 勘 定 計 △0.2 0.3 

 う ち 海 外 投 融 資 1.0 1.1 

（注） 利回り計算式の分母は帳簿価額ベースの日々平均残高、分子は経常損益中、 

資産運用収益－資産運用費用として算出した利回りです。 

（注） 海外投融資とは、外貨建資産と円建資産の合計です。 

 

 

②売買目的有価証券の評価損益 

該当事項はありません。 
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③有価証券の時価情報（売買目的有価証券以外） 

（単位：百万円） 

区  分 

2024 年度末 2025 年度末 

帳簿価額 時価 
差損益 

帳簿価額 時価 
差損益 

 差益 差損  差益 差損 

 

満 期 保 有 目 的 の 債 券 35,296 33,459 △1,836 19 1,856 45,156 41,885 △3,271 － 3,271 

責 任 準 備 金 対 応 債 券 － － － － － － － － － － 

子会社・関連会社株式 － － － － － － － － － － 

そ の 他 有 価 証 券 17,192 16,435 △756 2 759 17,324 17,658 334 785 450 

 

公 社 債 15,522 14,795 △727 0 727 12,599 12,217 △382 0 383 

株 式 68 70 1 1 － 3,124 3,888 763 784 20 

外 国 証 券 1,600 1,569 △31 0 31 1,600 1,533 △47 － 47 

 
公 社 債 1,600 1,569 △31 0 31 1,600 1,533 △47 － 47 

株 式 等 － － － － － － － － － － 

そ の 他 の 証 券 － － － － － － － － － － 

買 入 金 銭 債 権 － － － － － － － － － － 

譲 渡 性 預 金 － － － － － － － － － － 

そ の 他 － － － － － － － － － － 

合 計 52,488 49,894 △2,593 21 2,615 62,481 59,543 △2,937 785 3,722 

 

公 社 債 48,220 45,701 △2,518 19 2,538 52,958 49,371 △3,586 0 3,587 

株 式 68 70 1 1 － 3,124 3,888 763 784 20 

外 国 証 券 4,199 4,122 △77 0 77 4,399 4,284 △114 － 114 

 公 社 債 4,199 4,122 △77 0 77 4,399 4,284 △114 － 114 

 株 式 等 － － － － － － － － － － 

そ の 他 の 証 券 － － － － － － － － － － 

買 入 金 銭 債 権 － － － － － 1,999 1,999 － － － 

譲 渡 性 預 金 － － － － － － － － － － 

そ の 他 － － － － － － － － － － 

（注） 1． 本表には、金融商品取引法上の有価証券として取り扱うことが適当と認められるもの等を含んでいます。 

 2． 本表には、金銭の信託を含んでいません。 

 3. 市場価格のない株式等及び組合等は本表から除いています。 

 

 

市場価格のない株式等及び組合等の帳簿価額は次のとおりです。 

（単位：百万円） 

区  分 2024 年度末 2025 年度末 

子 会 社 ・ 関 連 会 社 株 式 224 100 

そ の 他 有 価 証 券 89 81 

 

国 内 株 式 4 0 

外 国 株 式 0 0 

そ の 他 84 81 

合  計 314 182 
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④金銭の信託の時価情報 

（単位：百万円） 

区   分  

2024 年度末 2025 年度末 

貸借対照 表  

計上額  
時   価  

差  損  益  貸借対照 表  

計上額  
時   価  

差  損  益  

 差益 差損  差益 差損 

金 銭 の 信 託 13,202  13,202 － － － 14,975  14,975 － － － 

 

・運用目的の金銭の信託 

  該当事項はありません。 

 

・満期保有目的、責任準備金対応、その他の金銭の信託 

（単位：百万円） 

区  分 

2024 年度末 2025 年度末 

帳簿価額 時 価 
差 損 益 

帳簿価額 時 価 
差 損 益 

 差益 差損  差益 差損 

満 期 保 有 目 的 の  

金 銭 の 信 託  
－ － － － － － － － － － 

責 任 準 備 金 対 応 の  

金 銭 の 信 託  
－ － － － － － － － － － 

そ の 他 の  

金 銭 の 信 託  
12,985 13,202 217 217 － 14,720 14,975 254 254 － 
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4．貸借対照表 

（単位：百万円） 

 
2024 年度 

（2025 年 

3 月 31 日現在） 

2025 年度 

（2026 年 

3 月 31 日現在） 

  
2024 年度 

（2025 年 

3 月 31 日現在） 

2025 年度 

（2026 年 

3 月 31 日現在） 

科 目 金 額 金 額  科 目 金 額 金 額 

（ 資 産 の 部 ）    （ 負 債 の 部 ）   

現 金 及 び 預 貯 金 16,044 11,321  保 険 契 約 準 備 金 69,020 76,811 

預 貯 金 16,044 11,321   支 払 備 金 2,216 2,225 

買 入 金 銭 債 権 － 1,999   責 任 準 備 金 66,804 74,585 

金 銭 の 信 託 13,202 14,975  代 理 店 借 64 64 

有 価 証 券 52,045 60,998  再 保 険 借 875 992 

国 債 7,676 7,670  そ の 他 負 債 1,676 3,220 

地 方 債 1,390 1,355   未 払 法 人 税 等 3 525 

社 債 38,426 43,549   未 払 金 90 983 

株 式 299 3,988   未 払 費 用 1,407 1,534 

外 国 証 券 4,168 4,352   預 り 金 22 21 

そ の 他 の 証 券 84 81   リ ー ス 債 務 1 － 

有 形 固 定 資 産 550 427   資 産 除 去 債 務 141 142 

建 物 382 301   仮 受 金 10 13 

リ ー ス 資 産 1 －  特 別 法 上 の 準 備 金 157 177 

その他の有形固定資産 166 125   価 格 変 動 準 備 金 157 177 

無 形 固 定 資 産 1,915 2,001  繰 延 税 金 負 債 0 － 

ソ フ ト ウ エ ア 1,501 1,573  負 債 の 部 合 計 71,796 81,265 

ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 413 426  （ 純 資 産 の 部 ）   

その他の無形固定資産 － 2  資 本 金 26,652 26,675 

代 理 店 貸 7 6  資 本 剰 余 金 26,652 26,675 

再 保 険 貸 4,383 8,372   資 本 準 備 金 26,652 26,675 

そ の 他 資 産 1,716 2,585  利 益 剰 余 金 △34,696 △31,290 

未 収 金 988 1,886   そ の 他 利 益 剰 余 金 △34,696 △31,290 

前 払 費 用 292 237   繰 越 利 益 剰 余 金 △34,696 △31,290 

未 収 収 益 131 162  自 己 株 式 △0 △0 

預 託 金 296 296  株 主 資 本 合 計 18,608 22,060 

仮 払 金 7 2  その他有価証券評価差額金 △538 419 

繰 延 税 金 資 産 － 1,056  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 △538 419 

    純 資 産 の 部 合 計 18,069 22,479 

資 産 の 部 合 計 89,866 103,745  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 89,866 103,745 
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5．損益計算書  
（単位：百万円） 

期 別 

 

科 目 

2024 年度 

(2024 年 4 月 1 日から 

2025 年 3 月 31 日まで) 

2025 年度 

(2025 年 4 月 1 日から 

2026 年 3 月 31 日まで) 

金 額 金 額 

経 常 収 益 41,994 52,220 

保 険 料 等 収 入 41,438 51,217 

保 険 料 31,562 35,346 

再 保 険 収 入 9,875 15,870 

資 産 運 用 収 益 499 960 

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 425 564 

預 貯 金 利 息 1 6 

有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金 423 534 

そ の 他 利 息 配 当 金 0 23 

金 銭 の 信 託 運 用 益 － 395 

有 価 証 券 売 却 益 73 － 

為 替 差 益 － 0 

そ の 他 経 常 収 益 57 43 

そ の 他 の 経 常 収 益 57 43 

経 常 費 用 45,022 49,363 

保 険 金 等 支 払 金 20,569 25,057 

保 険 金 7,130 8,967 

給 付 金 2,393 2,787 

そ の 他 返 戻 金 1 1 

再 保 険 料 11,043 13,301 

責 任 準 備 金 等 繰 入 額 8,551 7,790 

支 払 備 金 繰 入 額 301 8 

責 任 準 備 金 繰 入 額 8,249 7,781 

資 産 運 用 費 用 711 639 

支 払 利 息 1 1 

金 銭 の 信 託 運 用 損 112 － 

有 価 証 券 売 却 損 567 605 

有 価 証 券 評 価 損 － 4 

為 替 差 損 0 － 

そ の 他 運 用 費 用 29 28 

事 業 費 13,296 13,838 

そ の 他 経 常 費 用 1,893 2,036 

税 金 1,277 1,281 

減 価 償 却 費 613 753 

そ の 他 の 経 常 費 用 1 1 

経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 （ △ ） △3,027 2,857 

特 別 損 失 20 153 

関 係 会 社 株 式 評 価 損 － 123 

固 定 資 産 等 処 分 損 3 9 

減 損 損 失 0 － 

特 別 法 上 の 準 備 金 繰 入 額 16 19 

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 16 19 

税 引 前 当 期 純 利 益 又 は 

税 引 前 当 期 純 損 失 （ △ ） 
△3,048 2,703 

法 人 税 及 び 住 民 税 4 525 

法 人 税 等 調 整 額 0 △1,227 

法 人 税 等 合 計 4 △702 

当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 （ △ ） △3,052 3,406 
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6．経常利益等の明細（基礎利益） 

（単位：百万円） 

 2024 年度 2025 年度 

基礎利益 A △1,482 3,828 

キャピタル収益 73 221 

 

金銭の信託運用益 － 221 

売買目的有価証券運用益 － － 

有価証券売却益 73 － 

金融派生商品収益 － － 

為替差益 － 0 

その他キャピタル収益 － － 

キャピタル費用 684 610 

 

金銭の信託運用損 116 － 

売買目的有価証券運用損 － － 

有価証券売却損 567 605 

有価証券評価損 － 4 

金融派生商品費用 － － 

為替差損 0 － 

その他キャピタル費用 － － 

キャピタル損益 B △610 △388 

キャピタル損益含み基礎利益 A+B △2,093 3,440 

臨時収益 － － 

 

再保険収入 － － 

危険準備金戻入額 － － 

個別貸倒引当金戻入額 － － 

その他臨時収益 － － 

臨時費用 933 582 

 

再保険料 － － 

危険準備金繰入額 933 582 

個別貸倒引当金繰入額 － － 

特定海外債権引当勘定繰入額 － － 

貸付金償却 － － 

その他臨時費用 － － 

臨時損益 C △933 △582 

経常利益又は経常損失（△） A+B+C △3,027 2,857 

（注） 1． 2025 年度の基礎利益には、金銭の信託運用益 174 百万円を含んでいます。 

 2． 2024 年度の基礎利益には、金銭の信託運用益 3 百万円を含んでいます。 
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7．株主資本等変動計算書 

2024 年度（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで） 

 （単位：百万円） 
 株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等 

合計 

 
資本 

準備金 

資本剰余

金合計 

その他 

利益剰余金 利益剰余金 

合計  繰越利益 

剰余金 

当期首残高 26,617 26,617 26,617 △31,643 △31,643 △0 21,590 △526 △526 21,063 

当期変動額           

新株の発行（譲渡制

限付株式報酬） 
35 35 35    70   70 

当期純利益又は 

当期純損失（△） 

   △3,052 △3,052  △3,052   △3,052 

自己株式の取得      △0 △0   △0 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

       △11 △11 △11 

当期変動額合計 35 35 35 △3,052 △3,052 △0 △2,982 △11 △11 △2,993 

当期末残高 26,652 26,652 26,652 △34,696 △34,696 △0 18,608 △538 △538 18,069 

 

 

2025 年度（2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで） 

 （単位：百万円） 
 株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等 

合計 

 
資本 

準備金 

資本剰余

金合計 

その他 

利益剰余金 利益剰余金 

合計  繰越利益 

剰余金 

当期首残高 26,652 26,652 26,652 △34,696 △34,696 △0 18,608 △538 △538 18,069 

当期変動額           

新株の発行（譲渡制

限付株式報酬） 
23 23 23    46   46 

当期純利益又は 

当期純損失（△） 
   3,406 3,406  3,406   3,406 

自己株式の取得      △0 △0   △0 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

       957 957 957 

当期変動額合計 23 23 23 3,406 3,406 △0 3,452 957 957 4,409 

当期末残高 26,675 26,675 26,675 △31,290 △31,290 △0 22,060 419 419 22,479 
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

1. 有価証券の評価基準及び評価方法 （現金及び預貯金、買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び

金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む） 

(1) 満期保有目的の債券  

移動平均法による償却原価法（定額法）を採用しています。 

(2)子会社株式 

移動平均法による原価法を採用しています。 

(3) その他有価証券  

市場価格のない株式等以外のものについては、3 月末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しています。 

市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法を採用しています。 

 

2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法によっています。 

 

3. 固定資産の減価償却の方法  

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）  

建物については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用しています。 

なお、主な耐用年数は次のとおりです。  

建物              5～18 年  

その他の有形固定資産     5～15 年  

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）  

定額法を採用しています。 

なお、主な耐用年数は次のとおりです。 

ソフトウエア（自社利用分）      5 年（社内における利用可能期間） 

商標権             10 年 

(3) リース資産  

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。 

 

4. 引当金の計上基準  

(1) 貸倒引当金  

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとお

り計上することとしています。  

 破産、民事再生等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」）に

対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下、「実質破綻先」）に対する債権につい

ては、直接減額後の債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その

残額を計上することとしています。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可

能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」）に対する債権については、債権額から担

保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を

総合的に判断し必要と認める額を計上することとしています。上記以外の債権については、過去の一

定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上することとしていま

す。 

 全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立し

た資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて、上記の引当を行うこととして

います。 

なお、上記の方法に基づいて検討した結果、貸倒引当金は零と算定されたため、当事業年度末にお

いて貸倒引当金の計上はしていません。 

(2) 価格変動準備金  

 株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第 115 条の規定に基づき算出した額を計上し

ています。  
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5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産及び負債は、決算日の為替相場により円換算しています。 

 

6. 保険契約に関する会計処理 

(1)保険料 

 保険業法施行規則第 69 条第 3 項に基づき、保険料については、契約応当日が到来している契約の

うち、保険料の収納があったものについて、当該金額により計上しています。 

(2)保険金・支払備金 

 保険金等支払金（再保険料を除く）については、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に

基づいて算出された金額を支払った契約について、当該金額により計上しています。 

 なお、保険業法第 117 条及び保険業法施行規則第 72 条に基づき、期末時点において支払義務が発

生しているもの、又は、まだ支払事由の報告を受けていないものの支払事由が既に発生しているもの

と認められるもの（以下、「既発生未報告支払備金」）のうち、それぞれ支払いが行われていないも

のについて、支払備金を積み立てています。 

 既発生未報告支払備金については、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設又は自宅にて

医師等の管理下で療養をされた場合（以下、「みなし入院」）等に入院給付金等を支払う特別取扱を

2023 年 5 月 8 日以降終了したことにより、平成 10 年大蔵省告示第 234 号（以下、「IBNR 告示」）第

1 条第 1 項本文に基づく計算では適切な水準の額を算出することができないことから、IBNR 告示第 1

条第 1 項ただし書の規定に基づき、以下の方法により算出した額を計上しています。 

（計算方法の概要） 

 IBNR 告示第 1 条第 1 項本文に掲げる全ての事業年度の既発生未報告支払備金積立所要額及び保険

金等の支払額から、みなし入院に係る額を除外した上で、IBNR 告示第 1 条第 1 項本文と同様の方法

により算出しています。 

(3)責任準備金 

 期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づく将来の債務

の履行に備えるため、保険業法第 116 条第 1 項に基づき算出方法書（保険業法第 4 条第 2 項第 4 号）

に記載された方法に従って計算し、責任準備金を積み立てています。 

責任準備金のうち保険料積立金については、平成 8 年大蔵省告示第 48 号に定める方式により計算

しています。 

なお、責任準備金については保険業法施行規則第 80 条に基づき、毎決算期において保険計理人が

適正に積み立てられているかどうかを確認しています。 

責任準備金のうち危険準備金については、保険業法施行規則第 69 条第 1 項第 3 号に基づき、保険

契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて、所定の積立基

準額以上を繰入計上し、積立限度額の範囲内で積み立てています。 

(4)再保険 

 再保険収入及び再保険料については、再保険協約に基づき計上しています。 

 なお、新契約の一部（以下、「出再契約」）を対象として修正共同保険式再保険を行っています。

修正共同保険式再保険は、出再契約のリスク及び収支構造の一部を一定期間再保険会社に移転するも

のです。出再契約にかかる新契約費の一部は再保険収入に含まれる出再手数料として収益計上し、未

償却出再手数料として再保険貸に資産計上され、その後一定の期間において費用である再保険料を含

む再保険収支に基づいて段階的に償却されます。 

 

7. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しています。 

 

（貸借対照表に関する注記） 

1. 有形固定資産の減価償却累計額は、267 百万円です。 

 

2. 関係会社に対する金銭債権の総額は1百万円、金銭債務の総額は0百万円です。 

 

3. 保険業法施行規則第73条第3項において準用する同規則第71条第1項に規定する再保険に付した部分に
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相当する支払備金（以下、｢出再支払備金｣）の金額は556百万円であり、同規則第71条第1項に規定す

る再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下、｢出再責任準備金｣）の金額は2,367百万円です。

なお、出再責任準備金には危険準備金にかかる出再控除相当額を含めています。 

 

4. 契約の諸条件に照らして、以下の①②に該当する一定の再保険契約（保険業法施行規則第71条第3項に

規定する再保険に係るものを除く）に係る未償却出再手数料（受再保険会社から収受した手数料のう

ち、当該再保険契約により再保険に付した部分に係る将来の収益又は利益から受再保険会社に支払う

ものをいう）の当事業年度末残高は7,466百万円です。 

① 未償却出再手数料及びこれに附帯して支弁する費用その他これに準ずるものを受再保険会社に将

来支払うことを約するものであること。 

② 保険契約に係るリスクのうち、当該再保険に付された部分に係るリスクの一部を移転するもので

あること。 

 

5. 関係会社の株式の金額は、100百万円です。 

 

（損益計算書に関する注記） 

1. 有価証券売却損の内訳は、国債等債券 605 百万円です。 

 

2. 有価証券評価損の内訳は、株式等 4 百万円です。 

 

3. 金銭の信託運用益には、評価損が 209 百万円含まれています。 

 

4. 関係会社との取引による収益の総額は、32 百万円、費用の総額は、201 百万円です。 

 

5. 当事業年度の支払備金繰入額の計算上、足し上げられた出再支払備金戻入額の金額は 78 百万円です。 

また、当事業年度の責任準備金繰入額の計算上、差し引かれた出再責任準備金繰入額の金額は 237 百

万円です。なお、出再責任準備金には危険準備金にかかる出再控除相当額を含めています。 

 

6. 再保険収入には、貸借対照表の注記第 4 項に掲げる一定の再保険契約に係る未償却出再手数料の増加額

6,550 百万円を含んでいます。 

また、再保険料には、貸借対照表の注記第 4 項に掲げる一定の再保険契約に係る未償却出再手数料の減

少額 8,396 百万円を含んでいます。 
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（株主資本等変動計算書に関する注記） 

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：株） 

 当事業年度 

期首株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

株式数 

発行済株式     

普通株式 80,318,340 22,428 － 80,340,768 

合計 80,318,340 22,428 － 80,340,768 

自己株式     

普通株式 398 

 

49 － 447 

合計 398 49 － 447 

 

（変動事由の概要） 

 発行済株式 

 譲渡制限付株式報酬の付与による増加 22,428 株 

 自己株式 

 単元未満株式の買取りによる増加 49 株 

 

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

3. 配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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（税効果会計に関する注記） 

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 

 

 

 

 
 

  

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金（注2） 3,919

保険契約準備金 2,350

減価償却超過額 141

有価証券評価損 111

賞与引当金 62

価格変動準備金 51

資産除去債務 41

その他 246

繰延税金資産小計 6,924

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注2） △3,542

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △2,124

評価性引当額小計（注1） △5,667

繰延税金資産合計 1,256

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △170

その他 △30

繰延税金負債合計 △200

繰延税金資産又は負債（△）の純額 1,056

（単位：百万円）

税務上の繰越欠損金（※1） － 804 3,114 3,919

評価性引当額 － △428 △3,114 △3,542

繰延税金資産（※2） － 376 － 376

（※1）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。

（※2）翌事業年度において課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金

　　　 の一部を回収可能と判断しています。

（注1）繰延税金資産の回収可能性を判断する際の企業分類を変更したことに伴い、

       評価性引当額が1,619百万円減少しています。

（注2）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

（単位：百万円）

1年以内
1年超

5年以内
5年超 合計
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2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

（単位：％）    

  当事業年度 
（2026 年 3 月 31 日） 

法定実効税率  28.0 

評価性引当額の増減（分類変更）  △54.1 

その他  0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  △26.0 

 

 

（収益認識に関する注記） 

重要性が乏しいため注記を省略しています。 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

関連当事者との取引 

当社の主要株主（法人）が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会 

社等 

種類 会社等の名称又は氏名 
議決権等の所有（被所

有）割合（％） 
関連当事者との関係 取引の内容 

取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高 

（百万円） 

主要株主

の子会社 
auじぶん銀行㈱ － 

資金の預入 資金の預入 3,140 預貯金 7,204 

保険契約者 

保険料収納 8,018 － － 

保険金支払 4,583 － － 

（注）1. 資金の預入については、期間が短く、かつ、回転が早いため、取引金額の欄には純額表示として

います。 

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等 

資金の預入については、一般取引条件と同様に決定しています。 

3. 2026 年 3 月 31 日付での au フィナンシャルホールディングス株式会社（以下、「auFH」） 

との資本提携契約における auFH の有する当社取締役の指名権の削除、及び auFH の執行 

役員を兼ねる当社社外取締役である甲谷比呂氏の当社社外取締役の辞任により、auFH の 

完全子会社である au じぶん銀行株式会社は、その他の関係会社の子会社から主要株主 

（法人）が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社等に変 

更されました 

 

（1 株当たり情報に関する注記） 

1 株当たり純資産額は、279 円 81 銭です。 

1 株当たり当期純利益金額は、42 円 40 銭です。 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

当社は、2026 年 4 月 30 日に、当社の主要株主である auFH が、日本航空株式会社（以下、「JAL」）と

の間で、auFH が所有する当社普通株式の全部を、JAL に対し譲渡する（以下、「本譲渡」）ことに合意し

た旨の報告を受けました。 

本譲渡に関連して、当社は、同日の取締役会決議により、JAL との新たな資本業務提携の締結、auFH と

の資本提携の解消、auFH 及び KDDI 株式会社との業務提携の変更、並びに、当社普通株式の売出しに関し

決定し、当社の主要株主及びその他の関係会社に異動が生じる見込みとなりました。 

本取引に係る翌事業年度の業績等に与える影響は精査中です。 
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8．保険業法に基づく債権の状況 

該当事項はありません。 

 

9．ソルベンシー・マージン比率 

（単位：百万円） 

要約（単体ベース・子会社株式に係る特例手法適用） 

項目 
2025年度末 

（速報値） 

適格資本の額(A) 154,110 

所要資本の額(B) 46,186 

ソルベンシー・マージン比率（(A)／(B)） 333% 

（注）上記は、保険業法施行規則第 86 条、87 条及び令和 7 年金融庁告示第 74 号の規定に基づいて算出しています。 

ただし、経済価値ベースのバランスシートに関する外部監査が未了であること等により、最終的な数値とは異なる可能性があります。 

 

10．2025 年度特別勘定の状況 

該当事項はありません。 

 

11．保険会社及びその子会社等の状況 

当社グループは国際財務報告基準（IFRS）に準拠した連結財務諸表を作成しています。 

 

(1) 主要な業務の状況を示す指標 

（単位：百万円） 

項    目 2024 年度 2025 年度 

保険収益 30,081 34,388 

税引前利益 9,179 11,389 

親会社の所有者に帰属する当期利益 5,993 8,041 

当期包括利益 1,168 3,443 

総資産 116,178 121,834 

 

(2) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

 

連結子会社数  1 社 

持分法適用非連結子会社数  0 社 

持分法適用関連会社数  0 社 
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(3) 連結財政状態計算書 

    （単位：百万円） 

  
前連結会計年度 

（2025 年 3 月 31 日） 
 

当連結会計年度 
（2026 年 3 月 31 日） 

資産     

現金及び現金同等物  17,234  13,598 

投資有価証券  62,180  72,503 

その他の金融資産  1,237  2,198 

未収法人所得税  5  － 

保険契約資産  30,224  28,290 

再保険契約資産  869  1,176 

有形固定資産  549  427 

使用権資産  1,187  928 

無形資産  2,073  2,170 

その他の資産  616  539 

資産合計  116,178  121,834 

 

    （単位：百万円） 

  
前連結会計年度 

（2025 年 3 月 31 日） 
 

当連結会計年度 
（2026 年 3 月 31 日） 

負債及び資本     

負債     

デリバティブ負債  186  209 

未払法人所得税  －  521 

その他の金融負債  1,228  2,250 

保険契約負債  880  786 

再保険契約負債  11  － 

引当金  141  142 

リース負債  1,294  1,013 

繰延税金負債  19,909  20,865 

その他の負債  407  433 

負債合計  24,058  26,223 

資本     

資本金  26,652  26,675 

資本剰余金  26,585  26,608 

利益剰余金  39,475  47,516 

自己株式  △0  △0 

その他の資本の構成要素  △603  △5,200 

親会社の所有者に帰属する持分合計  92,109  95,600 

非支配持分  11  9 

資本合計  92,120  95,610 

資本及び負債合計  116,178  121,834 
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(4) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結損益計算書） 

   （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

（自 2024 年 4 月 1 日 
至 2025 年 3 月 31 日） 

 
当連結会計年度 

（自 2025 年 4 月 1 日 
至 2026 年 3 月 31 日） 

保険収益 30,081  34,388 

保険サービス費用 △19,575  △21,393 

再保険損益 △929  △1,388 

保険サービス損益 9,576  11,606 

金利収益 974  1,255 

金融資産の減損損失（純額） △5  △3 

その他の投資損益 △915  △938 

投資損益 53  313 

保険金融収益又は費用 △105  △63 

再保険契約に係る保険金融収益又は費用 17  16 

その他の収益 82  63 

その他の費用 △431  △529 

その他の金融費用 △13  △17 

税引前利益 9,179  11,389 

法人所得税費用 △3,186  △3,349 

当期利益 5,992  8,040 

当期利益の帰属    

親会社の所有者 5,993  8,041 

非支配持分 △0  △1 

当期利益 5,992  8,040 

    

１株当たり当期利益    

基本的１株当たり当期利益（円） 74.63  100.11 

希薄化後１株当たり当期利益（円） －  － 
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（連結包括利益計算書） 

   （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

（自 2024 年 4 月 1 日 
至 2025 年 3 月 31 日） 

 
当連結会計年度 

（自 2025 年 4 月 1 日 
至 2026 年 3 月 31 日） 

当期利益 5,992  8,040 

    

その他の包括利益    

純損益に振り替えられることのない項目    

その他の包括利益を通じて公正価値で 

測定する金融資産 
－  557 

純損益に振り替えられることのない項目合計 －  557 

    

純損益に振り替えられる可能性のある項目    

その他の包括利益を通じて公正価値で 

測定する金融資産 
△1,216  △748 

保険金融収益又は費用 △4,010  △4,686 

再保険契約に係る保険金融収益又は費用 402  281 

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △4,824  △5,153 

税引後その他の包括利益 △4,824  △4,596 

当期包括利益 1,168  3,443 

    

当期包括利益の帰属    

親会社の所有者 1,168  3,445 

非支配持分 △0  △1 

当期包括利益 1,168  3,443 
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(5) 連結キャッシュ・フロー計算書 

    （単位：百万円） 

  
前連結会計年度 

（自 2024 年 4 月 1 日 
至 2025 年 3 月 31 日） 

 
当連結会計年度 

（自 2025 年 4 月 1 日 
至 2026 年 3 月 31 日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前利益  9,179  11,389 

減価償却費及び償却費  948  1,073 

減損損失（又は戻入れ）  0  － 

投資損益（△は益）  △71  △332 

その他の金融費用  13  17 

固定資産に係る損益（△は益）  3  9 

保険契約及び再保険契約  △3,009  △4,676 

その他の資産の増減額（△は増加）  △427  80 

その他の負債の増減額（△は減少）  △270  148 

その他  63  52 

小計  6,430  7,763 

利息の受取額  812  1,068 

配当金の受取額  37  － 

利息の支払額  △13  △16 

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）  12  5 

営業活動によるキャッシュ・フロー  7,279  8,820 

投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産及び無形資産の取得による支出  △1,177  △830 

投資の取得による支出  △25,314  △16,641 

投資の売却及び償還による収入  12,665  6,558 

その他  △468  △1,267 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △14,295  △12,181 

財務活動によるキャッシュ・フロー     

リース負債の返済による支出  △164  △282 

自己株式の取得による支出  △0  △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △164  △282 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △7,180  △3,644 

現金及び現金同等物の期首残高  24,423  17,234 

現金及び現金同等物に係る換算差額  △8  7 

現金及び現金同等物の期末残高  17,234  13,598 
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(6) 連結持分変動計算書 

前連結会計年度（自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日) 

         （単位：百万円） 

 親会社の所有者に帰属する持分 

 

資本金 

 

資本剰余金 

 

利益剰余金 

 

自己株式 

 その他の資本の構成要素 

     

その他の包括 
利益を通じて 
公正価値で 
測定する 
金融資産 

 
保険金融 

費用積立金 

2024 年 4 月 1 日残高 26,617  26,550  33,481  △0  △424  4,645 

当期包括利益            

当期利益 －  －  5,993  －  －  － 

その他の包括利益 －  －  －  －  △1,216  △3,608 

当期包括利益合計 －  －  5,993  －  △1,216  △3,608 

所有者との取引額            

自己株式の取得 －  －  －  △0  －  － 

株式報酬取引 35  35  －  －  －  － 

所有者との取引額合計 35  35  －  △0  －  － 

2025 年 3 月 31 日残高 26,652  26,585  39,475  △0  △1,641  1,037 

 

      

 
親会社の所有者に 
帰属する持分 

 

非支配持分 

 

合計 
 

その他の資本 
の構成要素 

 

合計 

  

 合計    

2024 年 4 月 1 日残高 4,221  90,870  11  90,882 

当期包括利益        

当期利益 －  5,993  △0  5,992 

その他の包括利益 △4,824  △4,824  －  △4,824 

当期包括利益合計 △4,824  1,168  △0  1,168 

所有者との取引額        

自己株式の取得 －  △0  －  △0 

株式報酬取引 －  70  －  70 

所有者との取引額合計 －  70  －  70 

2025 年 3 月 31 日残高 △603  92,109  11  92,120 
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当連結会計年度（自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日） 

         （単位：百万円） 

 親会社の所有者に帰属する持分 

 

資本金 

 

資本剰余金 

 

利益剰余金 

 

自己株式 

 その他の資本の構成要素 

     

その他の包括 
利益を通じて 
公正価値で 
測定する 
金融資産 

 
保険金融 

費用積立金 

2025 年 4 月 1 日残高 26,652  26,585  39,475  △0  △1,641  1,037 

当期包括利益            

当期利益 －  －  8,041  －  －  － 

その他の包括利益 －  －  －  －  △191  △4,405 

当期包括利益合計 －  －  8,041  －  △191  △4,405 

所有者との取引額            

自己株式の取得 －  －  －  △0  －  － 

株式報酬取引 23  23  －  －  －  － 

所有者との取引額合計 23  23  －  △0  －  － 

2026 年 3 月 31 日残高 26,675  26,608  47,516  △0  △1,832  △3,367 

 

      

 
親会社の所有者に 
帰属する持分 

 

非支配持分 

 

合計 
 

その他の資本 
の構成要素 

 

合計 

  

 合計    

2025 年 4 月 1 日残高 △603  92,109  11  92,120 

当期包括利益        

当期利益 －  8,041  △1  8,040 

その他の包括利益 △4,596  △4,596  －  △4,596 

当期包括利益合計 △4,596  3,445  △1  3,443 

所有者との取引額        

自己株式の取得 －  △0  －  △0 

株式報酬取引 －  46  －  46 

所有者との取引額合計 －  46  －  46 

2026 年 3 月 31 日残高 △5,200  95,600  9  95,610 
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連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項 

(1) 連結財務諸表の作成基準 

連結財務諸表は、会社計算規則第 120 条第 1 項の規定により、国際財務報告基準（以下、「IFRS」）に準

拠して作成しています。なお、連結財務諸表は同項後段の規定により、IFRS で求める開示項目の一部を省

略しています。 

 

(2) 連結の範囲に関する事項 

 連結子会社の数   1 社 

 主要な会社等の名称  ライフネットみらい株式会社 

 

(3) 会計方針に関する事項 

1. 連結の基礎 

子会社 

子会社とは、当社グループにより支配されている企業をいいます。当社グループが、企業への関与に

より生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利を有し、かつ、企業に対するパワーにより

そのリターンに影響を及ぼす能力を有している場合、当社グループはその企業を支配しています。子会

社の財務諸表は、支配開始日から支配終了日までの間、連結財務諸表に含めています。 

子会社が適用する会計方針が当社グループの適用する会計方針と異なる場合には、必要に応じて当該

子会社の財務諸表に調整を加えています。 

グループ内の債権債務残高及び取引、並びにグループ内取引によって発生した未実現収益及び費用は

消去しています。 

子会社の包括利益については、非支配持分が負の残高となる場合であっても、親会社の所有者と非支

配持分に帰属させています。 

子会社持分を一部処分した際、支配が継続する場合には、資本取引として会計処理しています。非支

配持分の調整額と対価の公正価値との差額は、親会社の所有者に帰属する持分として資本に直接認識さ

れています。 

支配を喪失した場合には、支配の喪失から生じた利得又は損失は純損益で認識することとしています。 

 

2. 外貨換算 

 外貨建取引は、取引日における為替レートでグループ企業の各機能通貨に換算しています。 

 外貨建貨幣性資産及び負債は、報告日の直物為替レートで機能通貨に換算しています。 

 外貨建ての公正価値で測定する非貨幣性資産及び負債は、その公正価値が算定される日における直物

為替レートで機能通貨に換算しています。外貨建ての取得原価に基づいて測定している非貨幣性項目は、

取引日の直物為替レートを用いて換算しています。 

 為替換算差額は、純損益で認識しています。 

ただし、その他の包括利益を通じて測定する資本性金融資産及び保険契約資産又は負債については、

その他の包括利益として認識しています。 

 

3. 保険契約及び再保険契約 

① 分類 

 当社グループが重要な保険リスクを引き受けている契約は、保険契約として分類しています。また、

当社グループが、保険契約に係る重要な保険リスクを移転している契約については、再保険契約として

分類しています。なお、修正共同保険式再保険契約については、IFRS 第 17 号「保険契約」（以下、「IFRS

第 17 号」）における保険契約の定義を満たさないため、IFRS 第 9 号「金融商品」（以下、「IFRS 第 9

号」）に基づき会計処理を行っています。当社グループは、保険契約及び再保険契約により財務リスク

にもさらされています。 

 

② 投資要素 

 当社グループは、保険契約又は再保険契約に投資要素がある場合には、保険収益及び保険サービス費

用から除外しています。当社グループは、投資要素を識別する際には、保険事故が発生するかどうかに

かかわらず、すべての状況において、保険契約者に返済することが要求される金額を算出しています。

かかる状況には、保険事故が発生する場合や、保険事故が発生せずに契約が満了を迎えたり解除された
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りする場合も含まれます。 

 

③ 集約のレベル 

 当社グループは、測定にあたって保険契約をグループに集約しており、これらは保険契約のポートフ

ォリオを識別することによって決定しています。各ポートフォリオは、類似したリスクにさらされてい

て一括して管理されている契約で構成され、各ポートフォリオを販売商品、販売チャネル、発行年度に

よって分割した上で、保険契約の収益性に基づき以下の 3 つのグループに分類しています。 

－当初認識時に不利な契約 

－当初認識時において、その後に不利となる可能性が高くない契約 

－ポートフォリオ内の残りの契約 

各グループは認識及び測定に関する会計方針が適用されるレベルを表しています。当初認識時に各グ

ループを設定しており、その後にグループの構成の再評価は行っていません。 

 再保険契約の各グループは、対応する保険契約のグループに分類し、さらに再保険協約によって分割

しています。 

 

④ 認識 

 当社グループは、発行した保険契約グループを以下のうちの最も早い日から認識しています。 

－契約グループのカバー期間の開始時。カバー期間とは、保険契約の境界線内のすべての保険料に関

して、当社グループが保険事故に対するカバーを提供する期間です。 

－不利な契約グループについては、当該グループが不利となった日 

 

 当社グループは、再保険契約グループについては、原保険契約の当初認識時に認識しています。これ

は、当社グループの比例再保険契約に適用しています。ただし、その再保険契約グループのカバー期間

の開始が原保険契約の当初認識よりも遅い場合には、その再保険契約グループのカバー期間の開始時点

で認識しています。再保険契約グループのカバー期間は、当社グループが原保険契約のうちの再保険に

出再した部分から生じる保険金請求がカバーされる期間です。 

 

 ある会計期間に発行又は開始した保険契約グループを認識した後、新契約を発行する、又は開始する

際には、グループ内のすべての契約が同一事業年度内に発行又は開始されたものとなるのであれば、新

契約はその契約グループに追加しています。 

 

⑤ 契約の境界線 

 契約グループの測定には、そのグループ内の各契約に係る境界線内のすべての将来キャッシュ・フロ

ーを含めています。保険契約者が保険料を支払う義務を負う報告期間中、又は当社グループがサービス

を提供する実質的な義務を有している報告期間中に存在する実質的な権利及び義務から生じるキャッシ

ュ・フローは、契約の境界線内にあります。 

 

 サービスを提供する実質的な義務は、以下のいずれかの場合に終了します。 

－当社グループが、特定の保険契約者のリスクを再評価する実務上の能力を有していて、その再評価

したリスクを完全に反映する価格又は給付水準を設定できる場合 

－当社グループが、当該契約を含むポートフォリオのリスクを再評価する実務上の能力を有していて、

そのポートフォリオのリスクを完全に反映する価格又は給付水準を設定でき、かつ、その再評価日

までのカバーに対する保険料の価格にその再評価日後の期間に係るリスクを考慮していない場合 

 

 契約の境界線は、報告日ごとに再評価されるため、時の経過に伴い変更する可能性があります。 

 

⑥ 測定 

 当社グループは、当初認識時にカバー期間が 1 年以内である保険契約グループの一部に保険料配分ア

プローチ（以下、「PAA」）を適用しています。それ以外の PAA を適用せずに測定しているすべての保

険契約については、一般的な測定モデルを適用しています。 

 

PAA を適用せずに測定している保険契約 
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保険契約－当初測定 

 当初認識時に、当社グループは保険契約グループを、(a) 履行キャッシュ・フロー（見積将来キャッシ

ュ・フロー（貨幣の時間価値及び関連する金融リスクを反映するように調整）及び非金融リスクに係る

リスク調整で構成される）及び(b) 契約上のサービス・マージン（以下、「CSM」）の合計額で測定して

います。 

 当社グループが関連する契約グループを認識する前に支払った保険獲得キャッシュ・フローは、保険

契約資産として表示しています。その契約グループを認識する際には、このようなキャッシュ・フロー

をそのグループの測定に含め、過去に認識した資産の認識の中止を行います。 

 保険契約グループの非金融リスクに係るリスク調整は、キャッシュ・フローの金額及び時期に関して

非金融リスクから生じる不確実性の負担に対して要求する対価です。 

 保険契約グループの CSM は、当社グループがその契約に基づきサービスを提供するにつれて認識す

ることとなる未稼得利益を表しています。保険契約グループの当初認識時に、履行キャッシュ・フロー、

保険獲得キャッシュ・フローについて認識の中止を行った資産、及び当初認識時に発生するキャッシュ・

フローの合計が正味のインフローである場合には、そのグループは不利ではありません。この場合、CSM

はその正味のインフローと同額で正負が逆の金額として測定します。その結果、当初認識時に発生する

損益はありません。一方、その合計額が正味のアウトフローである場合には、そのグループは不利な契

約となります。この場合、その正味のアウトフローは、損失として純損益で認識します。 

 

保険契約－事後測定 

 各報告日現在の保険契約グループの帳簿価額は、残存カバーに係る負債と発生保険金に係る負債の合

計です。残存カバーに係る負債は、(a) 将来の期間において契約に基づき提供されることとなるサービス

に係る履行キャッシュ・フロー及び(b) 報告日の残存 CSM で構成されています。発生保険金に係る負債

は、まだ支払われていない発生保険金（発生しているがまだ報告されていない保険金を含む）及び費用

に係る履行キャッシュ・フローで構成されています。 

 

 保険契約グループの履行キャッシュ・フローは、報告日時点で、将来キャッシュ・フローに関する現

在の見積り、現在の割引率及び非金融リスクに係るリスク調整に関する現在の見積りを用いて測定され

ます。 

 当初認識後の各契約グループの CSM は、9 月 30 日及び 3 月 31 日に、6 ヶ月ごとに計算されます。 

 

各 6 ヶ月間の末日の CSM の帳簿価額は、その 6 ヶ月間の期首の帳簿価額に以下のものを調整した金

額です。 

 

－当期間にグループに加えられた新契約の CSM 

－当期間中に CSM の帳簿価額に対して発生し、計上した利息（基礎となる項目に対するリターンに基

づいて変動しない名目キャッシュ・フローに対して、当初認識時に決定した割引率で測定） 

－将来のサービスに係る履行キャッシュ・フローの変動（ただし、以下の場合を除く） 

 > 履行キャッシュ・フローの増加が CSM の帳簿価額を上回る場合。この場合、その超過額は損失と

して純損益で認識し、損失要素が発生します。 

 > 履行キャッシュ・フローの減少が損失要素に配分される場合。これにより、過去に純損益で認識

した損失の戻入れが発生します。 

－CSM に係る為替換算差額の影響 

－当期間にサービスを提供したことにより、保険収益として認識した金額 

 

 将来のサービスに係る履行キャッシュ・フローの変動は、以下で構成されています。 

－将来のサービスに関して当期間に受け取った保険料及び関連するキャッシュ・フローから生じた実

績調整（当初認識時に決定した割引率で測定） 

－残存カバーに係る負債の将来キャッシュ・フローの現在価値の見積りの変動（当初認識時に決定し

た割引率で測定。ただし、貨幣の時間価値、金融リスク及びそれらの変動に伴う影響を除く） 

－当期間に支払われると見込まれた投資要素と、当期間に支払われることとなった実際の投資要素と

の差額（当初認識時に決定した割引率で測定） 

－将来のサービスに関連する、非金融リスクに係るリスク調整の変動 
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再保険契約 

 当社グループは、同じ会計方針を適用して再保険契約グループを測定していますが、以下の修正を加

えています。 

 

 各報告日の再保険契約グループの帳簿価額は、残存カバー要素と発生保険金要素の合計です。残存カ

バー要素は、(a) 契約に基づき、将来の期間に受け取ることとなるサービスに係る履行キャッシュ・フロ

ー及び(b) 報告日の残存 CSM で構成されています。 

 

 当社グループは、原保険契約の将来キャッシュ・フローの現在価値の見積りを測定するのに用いた仮

定と整合的な仮定を用いて、再保険者の不履行リスクに関する調整を加えて将来キャッシュ・フローの

現在価値の見積りを測定しています。再保険者の不履行リスクの影響は報告日ごとに評価し、その不履

行リスクの変動の影響は純損益で認識しています。 

 

 非金融リスクに係るリスク調整は、当社グループから再保険者に移転したリスクの金額です。 

 

 当初認識時の再保険契約グループの CSM は、再保険の購入に係る正味のコスト又は正味の利得を表

しています。当該 CSM は、履行キャッシュ・フロー、グループの認識前に発生したキャッシュ・フロー

について認識の中止を行った資産、当初認識時に生じたキャッシュ・フロー、及び不利な原保険契約の

認識により純損益に認識された収益の合計と、同額で正負が逆の金額として測定します（再保険契約は、

不利になることはありません）。ただし、再保険カバーの購入に係る正味のコストが、そのグループの

購入前に発生した保険事故に関連するものである場合には、当社グループはそのコストを費用としてた

だちに純損益で認識しています。 

 

 各 6 ヶ月間の末日現在の CSM の帳簿価額は、その 6 ヶ月間の期首の帳簿価額に以下のものを調整し

た金額です。 

 

－当期間にグループに加えられた新契約の CSM 

－当期間中に CSM の帳簿価額に対して発生し、計上した利息（基礎となる項目に対するリターンに基

づいて変動しない名目キャッシュ・フローに対して、当初認識時に決定した割引率で測定） 

－不利な原保険契約グループの当初認識時に純損益で認識された当期間の収益 

－その再保険契約グループの履行キャッシュ・フローが変動しない範囲での損失回収要素の戻入れ 

－将来のサービスに係る履行キャッシュ・フローの変動（ただし、原保険契約グループに配分された履

行キャッシュ・フローの変動から生じていて、その変動がその原保険契約グループの CSM を調整し

ない場合を除く。この場合、その変動は純損益で認識しています。） 

－当期間にサービスを提供されたことにより、純損益として認識した金額 

 

 再保険契約が不利な原保険契約の認識以前又は同時に締結されている場合、当社グループは、再保険

契約が属するグループの CSM を調整し、不利な原保険契約の当初認識時に損失を認識した場合に収益

を認識しています。CSM に対する調整の額は、以下の積として算定しています。 

－原保険契約に係る損失額 

－当社グループが、再保険契約から回収できると見込む、原保険契約に係る保険金請求の割合 

 

 再保険契約が不利な保険契約グループに含まれる保険契約の一部のみをカバーする場合、当社グルー

プは、規則的かつ合理的な方法を用いて、不利な保険契約グループに関して認識した損失のうち、再保

険契約でカバーされている原保険契約の割合を算定しています。 

 損失回収要素は、CSM の調整を表すものとして再保険契約グループに対して設定又は調整されます。

損失回収要素を設定又は調整することによって、その後、再保険契約に係る損失の回収の戻入れとして

純損益に表示し、支払った再保険料の配分から除外する金額を決定します。 

 

PAA を適用して測定している保険契約 

保険契約 
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 各保険契約グループの当初認識時の残存カバーに係る負債の帳簿価額は、当初認識時に受け取った保

険料として測定します。保険獲得キャッシュ・フローは、各保険契約グループの当初認識時におけるカ

バー期間が 1 年以内であるため、当該コストの発生時に費用として認識しています。 

 その後、残存カバーに係る負債の帳簿価額は、受け取った保険料によって増加し、提供したサービス

に対する保険収益によって減少します。 

 当初認識時におけるカバー期間は 1 年以内であるため、残存カバーに係る負債について貨幣の時間価

値及び金融リスクの影響を反映するような調整を行っていません。 

 

再保険契約 

 当社グループは、同じ会計方針を適用して再保険契約グループを測定しています。 

 

⑦ 認識の中止及び契約の条件変更 

 当社グループは、契約が消滅する場合（すなわち、契約で定められた義務の失効、免責又は取消しが

あった場合）に、契約の認識の中止を行っています。 

 当社グループは、契約の条件変更について、変更後の契約条件が以前から存在していたとすれば、そ

の契約の会計処理が著しく異なっていたであろう程度のものである場合にも、契約の認識の中止を行っ

ています。この場合、変更後の条件に基づいて新しい契約が認識されます。契約の条件変更によって認

識の中止が行われない場合には、当社グループは、その条件変更により生じたキャッシュ・フローの変

動を、履行キャッシュ・フローの見積りの変更として扱っています。 

 

 保険契約グループ内で契約の認識の中止が行われる場合には、以下のように処理しています。 

 

－そのグループに配分される履行キャッシュ・フローは、認識の中止が行われた権利及び義務に係る

履行キャッシュ・フローを除去するように修正しています。 

－そのグループの CSM は、履行キャッシュ・フローの変動について修正しています。ただし、その変

動が損失要素に配分される場合を除きます。 

－見込まれる残存カバーに係るカバー単位の数は、そのグループから認識の中止が行われるカバー単

位を反映するように修正しています。 

 

⑧ 表示 

 資産である保険契約のポートフォリオ及び負債である保険契約のポートフォリオ、並びに資産である

再保険契約のポートフォリオ及び負債である再保険契約のポートフォリオは、連結財政状態計算書にお

いて区分して表示しています。 

 

 当社グループは、連結損益計算書に認識した金額を、(a) 保険サービスの成果（保険収益と保険サービ

ス費用で構成）及び(b) 保険金融収益又は費用に分解しています。 

 再保険契約からの収益及び費用は、保険契約からの収益及び費用と区分して表示しています。再保険

契約からの収益及び費用は、保険金融収益又は費用を除いて、保険サービスの成果の「再保険損益」と

して純額ベースで表示しています。 

 当社グループは、非金融リスクに係るリスク調整の変動を、保険サービスの成果と保険金融収益又は

費用とに分解しています。 

 保険収益は、投資要素を除外し、以下のように認識しています。 

 

保険収益 

PAA を適用せずに測定している保険契約 

 当社グループは、履行義務を充足するにつれて（すなわち、保険契約に基づいてカバーその他のサー

ビスを提供するにつれて）保険収益を認識しています。各期間における提供したサービスに係る保険収

益は、当社グループが対価を受け取ることを見込むサービスに関連する残存カバーに係る負債の変動の

合計を表しています。 

 また、当社グループは、保険料のうちの保険獲得キャッシュ・フローの回収に関連する部分を、時の

経過に基づいて規則的な方法で各期間に配分しています。当社グループは、配分した金額を保険収益と

して認識し、同額を保険サービス費用として認識しています。 
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 各 6 ヶ月間において保険収益として認識している保険契約グループの CSM の金額は、グループのカ

バー単位を識別し、各 6 ヶ月間の末日に残存する CSM（配分前）を当期間に提供した各カバー単位と将

来の期間に提供することが見込まれる各カバー単位に同等に配分し、当期間に提供したカバー単位に配

分した CSM の金額を純損益に認識することによって決定しています。カバー単位は、グループ内の契約

によって提供されたカバーの量であり、各契約について提供した給付の量及びカバーの予想存続期間を

考慮して決定しています。 

 

PAA を適用して測定している保険契約 

 当期の保険収益は、当社グループが提供するサービスの対価として受け取ることを見込む保険料の金

額です。当社グループは、保険料の予想受取額を時の経過に基づき各期間に配分しています。 

 

損失要素 

 当社グループは、不利な保険契約グループの残存カバーに係る負債の損失要素を設定しています。損

失要素は、発生時に保険収益から除外される履行キャッシュ・フローの金額を決定するものです。その

履行キャッシュ・フローが発生する場合は、損失要素と損失要素を除く残存カバーに係る負債とに規則

的な方法で配分しています。 

 規則的な方法とは、各期間の期首現在（又は、当期に契約グループを当初認識している場合には、当

初認識時）の将来キャッシュ・アウトフローの現在価値の見積りに、非金融リスクに係るリスク調整を

加算した合計に対する損失要素の割合によって決定することを指します。 

 将来のサービスに係るキャッシュ・フローの見積りの変動は、損失要素のみに配分しています。損失

要素をゼロまで減額している場合には、損失要素に配分した金額を超過する額によって、契約グループ

の新たな CSM が生じます。 
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保険サービス費用 

 保険契約から生じる保険サービス費用は、通常、発生時に純損益に認識します。これらの費用は、投

資要素の返済を除外し、以下の項目から構成されています。 

－発生保険金及び維持費：一部の保険契約について、発生保険金には、障害等により払込免除となる保

険料が含まれます。 

－PAA を適用して測定している保険契約にかかる発生時に費用として認識した保険獲得キャッシュ・

フロー 

－保険獲得キャッシュ・フローの償却：保険獲得キャッシュ・フローの回収に関連して当連結会計年度

に認識される保険収益の金額と同額となります。 

－不利な契約に係る損失及び当該損失の戻入れ 

－発生保険金に係る負債の調整 

 

再保険損益 

 再保険損益は、再保険サービス費用から、再保険者から回収した金額を差し引いて構成されています。 

当社グループは、再保険契約グループに基づくカバー又はその他のサービスを受け取る際に、再保険

サービス費用を認識しています。各報告期間に受け取ったサービスに関連する再保険サービス費用は、

当社グループが対価を支払うことを見込んでいるサービスに関連する残存カバー要素の変動の合計を表

しています。 

 

 不利な原保険契約をカバーする再保険契約グループについて、当社グループは、認識された損失の回

収を表すため、以下のとおり、残存カバーに係る資産の損失回収要素を設定しています。 

－不利な原保険契約をカバーする再保険契約が、不利な原保険契約の認識と同時に又はそれ以前に締

結されている場合は、不利な原保険契約の認識時に 

－不利な原保険契約の履行キャッシュ・フローの変動から生じる、将来のサービスに関連する再保険

契約グループの履行キャッシュ・フローの変動に対して 

 

 この損失回収要素は、再保険契約に係る損失の回収の戻入れとして純損益に表示され、支払再保険料

の配分から除外される金額を決定するものです。損失回収要素は、不利な基礎となる契約グループの損

失要素の変動を反映するために調整しますが、当社グループが再保険契約から回収を見込む不利な原保

険契約グループの損失要素の金額を超過することはできません。 

 

保険金融収益及び費用 

 保険金融収益及び費用は、貨幣の時間価値、為替及び金融リスク並びにこれらの変動の影響から生じ

た、保険契約グループ及び再保険契約グループの帳簿価額の変動で構成されています。 

 当社グループは、保険金融収益及び費用を純損益とその他の包括利益とに分解することを選択してい

ます。純損益に含める金額は、見込まれる保険金融収益及び費用の合計額を契約グループの存続期間に

わたり規則的に配分することによって算定しています。規則的な配分額は、契約グループの当初認識時

に決定した割引率を使用して算定しています。 

 

 その他の包括利益に表示されている金額は、保険金融費用積立金に累積しています。当社グループが

契約の認識の中止を行う場合には、その契約に係るその他の包括利益累計額の残額は、組替調整額とし

て純損益に振り替えています。 

 

4. 金融商品 

① 当初認識及び測定 

 当社グループは、金融資産について、純損益又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融

資産、償却原価で測定する金融資産に分類しています。この分類は、当初認識時に決定しています。 

 当社グループは、金融資産に関する契約の当事者となった取引日に当該金融商品を認識しています。 

 すべての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定される区分に分類される場合を除き、公正価値

に取引費用を加算した取得価額で測定しています。ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権は、

取引価格で測定しています。 

 金融資産は、以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定する金融資産に分類しています。 
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・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基づい

て、資産が保有されている。 

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが

特定の日に生じる。 

 償却原価で測定する金融資産以外の金融資産は、公正価値で測定する金融資産に分類しています。 

 公正価値で測定する資本性金融資産については、純損益を通じて公正価値で測定しなければならない

売買目的で保有する資本性金融資産を除き、個々の資本性金融資産ごとに、当初認識時に事後の公正価

値の変動をその他の包括利益で表示するという取消不能の選択を行っており、その他の包括利益を通じ

て公正価値で測定する金融資産に分類しています。 

 公正価値で測定する負債性金融資産については、以下の要件を満たす場合にその他の包括利益を通じ

て公正価値で測定する負債性金融資産に分類しています。 

・契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事業モデルに基づいて保

有されている。 

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが

所定の日に生じる。 

 重大な金融要素を含んでいない営業債権、償却原価で測定する金融資産、その他の包括利益を通じて

公正価値で測定する負債性金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産以

外の金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しています。 

 

② 事後測定 

 金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しています。 

(a) 償却原価により測定する金融資産 

 償却原価により測定する金融資産については、実効金利法による償却原価により測定しています。 

 

(b) 公正価値により測定する金融資産 

 公正価値により測定する金融資産の公正価値の変動額は純損益として認識しています。 

 ただし、資本性金融資産のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定すると指定したものにつ

いては、公正価値の変動額はその他の包括利益として認識しています。 

 なお、当該金融資産からの配当金については、金融収益の一部として当期の純損益として認識してい

ます。 

 その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産については、公正価値の変動額は、減

損戻入又は減損損失、利息収入及び為替差損益を除き、当該金融資産の認識の中止又は分類変更が行わ

れるまで、その他の包括利益として認識しています。 

 

③ 金融資産の認識の中止 

 当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅する、又は当社グ

ループが金融資産の所有のリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場合において、金融資産の認

識を中止しています。当社グループが、移転した当該金融資産に対する支配を継続している場合には、継

続的関与を有している範囲において、資産と関連する負債を認識しています。 

 

④ 金融資産の減損 

 償却原価により測定する金融資産及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産

については、予想信用損失に対する貸倒引当金を認識しています。 

 当社グループは、期末日ごとに各金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増加している

かどうかを評価しており、当初認識時点から信用リスクが著しく増加していない場合には、12 ヶ月の予

想信用損失を貸倒引当金として認識しています。一方で、当初認識時点から信用リスクが著しく増加し

ている場合には、全期間の予想信用損失と等しい金額を貸倒引当金として認識しています。 

 契約上の支払の期日経過が 30 日超である場合には、原則として信用リスクの著しい増大があったもの

としていますが、信用リスクが著しく増加しているか否かの評価を行う際には、期日経過情報のほか、当

社グループが合理的に利用可能かつ裏付け可能な情報（内部格付、外部格付等）を考慮しています。 

 なお、金融資産に係る信用リスクが期末日現在で低いと判断される場合には、当該金融資産に係る信

用リスクが当初認識以降に著しく増大していないと評価しています。 
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 ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権及び契約資産については、信用リスクの当初認識時

点からの著しい増加の有無にかかわらず、常に全期間の予想信用損失と等しい金額で貸倒引当金を認識

しています。 

 予想信用損失は、契約に従って当社グループに支払われるべきすべての契約上のキャッシュ・フロー

と、当社グループが受け取ると見込んでいるすべてのキャッシュ・フローとの差額の現在価値として測

定しています。 

 当社グループは、金融資産の予想信用損失を、以下のものを反映する方法で見積っています。 

・一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金額 

・貨幣の時間価値 

・過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての、報告日において過大なコストや労力

を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報 

 当社グループは、ある金融資産の全体又は一部分を回収するという合理的な予想を有していない場合

には、金融資産の総額での帳簿価額を直接減額しています。 

 金融資産に係る貸倒引当金の繰入額は、純損益で認識しています。貸倒引当金を減額する事象が生じ

た場合は、貸倒引当金戻入額を純損益で認識しています。 

  

⑤ 金融資産及び金融負債の表示 

 金融資産及び金融負債は、当社グループが残高を相殺する法的権利を有し、かつ純額で決済するか又

は資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有する場合にのみ、連結財政状態計算書上で相殺し、純

額で表示しています。 

 

⑥ デリバティブ 

 デリバティブは、デリバティブ契約が締結された日の公正価値で当初認識され、その後も公正価値で

事後測定しています。 

当社グループは、認識されている金融資産の取引に関するキャッシュ・フローの変動を抑えるため、

為替予約を利用しています。 

 なお、上記デリバティブについて、ヘッジ会計を適用しているものはありません。 

 

5. 現金及び現金同等物 

 現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない取得日から 3 ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成

されています。 

 

6. 有形固定資産 

 有形固定資産については、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を

控除した価額で表示しています。 

 取得原価には資産の取得に直接関連する費用、資産の解体及び除去費用、並びに原状回復費用の当初

見積額が含まれています。 

 減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、主に定額法で計上されています。主要な資産項目ご

との見積耐用年数は以下のとおりです。 

－建物 ：  5～18 年 

－その他：  5～15 年 

 なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、

会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しています。 

 

7. 無形資産 

 個別に取得した無形資産は、原価モデルを採用し、当初認識時に取得原価で測定しています。企業結合

で取得した無形資産は、取得日現在における公正価値で測定しています。 

 無形資産は、当初認識後、耐用年数を確定できない無形資産を除いて、それぞれの見積耐用年数にわた

って定額法で償却され、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で表示しています。 

 主要な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりです。 

－ソフトウエア：  5 年 
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－商標権：     10 年 

 なお、見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会計

上の見積りの変更として将来に向かって適用しています。 

  

8. リース 

 当社グループは、契約の締結時に契約がリースであるか又はリースを含んでいるかを判定しています。

契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合には、当該

契約はリースであるか又はリースを含んでいると判定しています。契約がリースであるか又はリースを

含んでいると判定した場合、当社グループが借手の場合、リース開始日に使用権資産及びリース負債を

認識しています。リース負債は未払リース料総額の現在価値で測定し、使用権資産は、リース負債の当初

測定の金額に、開始日以前に支払ったリース料等、借手に発生した当初直接コスト及びリースの契約条

件で要求されている原状回復義務等のコストを調整した取得原価で測定しています。 

 当初認識後は、使用権資産は耐用年数とリース期間のいずれか短い年数にわたって、定額法で減価償

却を行っています。リース料は、利息法に基づき金融費用とリース負債の返済額に配分し、金融費用は連

結損益計算書において認識しています。 

 ただし、リース期間が 12 ヶ月以内の短期リース及び原資産が少額のリースについては、使用権資産及

びリース負債を認識せず、リース料をリース期間にわたって、定額法又は他の規則的な基礎のいずれか

により費用として認識しています。 

 

9. 非金融資産の減損 

 当社グループは各報告日に、減損の兆候の有無を判定するために、非金融資産（保険契約資産及び再保

険契約資産、繰延税金資産を除く）の帳簿価額を見直しています。減損の兆候が存在する場合には、その

資産の回収可能価額を見積っています。 

 非金融資産について、減損損失は、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価償却及び

償却額を控除した後の帳簿価額を超えない金額を上限として戻し入れています。 

  

10. 従業員給付 

 短期従業員給付は、関連するサービスが提供された時点で費用として認識しています。従業員から過

去に提供された労働の結果として支払うべき現在の法的債務又は推定的債務を負っており、かつその金

額について信頼性をもって見積ることができる場合には、支払うと見込まれる金額を負債として認識し

ています。 

 長期従業員給付は、確定拠出型年金制度を採用しています。確定拠出型年金制度は、雇用主が一定額の

掛金を他の独立した企業に拠出し、その拠出額以上の支払について法的又は推定的債務を負わない退職

後給付制度です。確定拠出型年金制度の拠出額は、従業員がサービスを提供した期間に、純損益として

認識しています。 

  

11. 株式に基づく報酬 

 当社は取締役及び執行役員を対象とした持分決済型の株式に基づく報酬として譲渡制限付株式報酬制

度を導入しています。 

 受領したサービスの対価は、当社株式の付与日における公正価値で測定し、付与日から権利確定期間

にわたって費用として認識し、対応する金額を資本の増加として認識しています。 

 

12. 引当金 

 引当金は、当社グループが過去の事象の結果として現在の（法的又は推定的）債務を負っており、その

債務を決済するために経済的便益を有する資源の流出が必要となる可能性が高く、その債務の金額を信

頼性をもって見積りができる場合に認識しています。 

 引当金は、貨幣の時間価値及びその負債に固有のリスクに関する現時点での市場の評価を反映した税

引前の割引率を用いて、見積将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引いています。割引の振戻しは、

「その他の金融費用」として認識しています。 

 

－資産除去債務 

賃借契約終了時に原状回復義務のある事務所等の原状回復費用等の見込額について、資産除去債務を
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計上しています。 

 

13. 資本 

① 普通株式 

 普通株式は、資本として分類しています。また、株式発行費用は、資本から控除しています。 

 

② 自己株式 

 自己株式は取得原価で評価し、資本から控除しています。当社の自己株式の購入、売却又は消却におい

て利得又は損失は認識していません。なお、帳簿価額と売却時の対価との差額は、資本として認識してい

ます。 

 

14. 収益 

 収益は、以下で構成されています。 

－保険収益（3 を参照） 

－投資損益（純損益を通じて公正価値で測定する区分ではない金融資産に係る利息収益及びその他の

投資収益で構成されています。その他の投資損益には、純損益を通じて公正価値で測定する金融資

産及びデリバティブに係る純損益、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品

の認識の中止による純損益が含まれています（4 を参照）。 

－顧客との契約から生じる収益 

 

15. その他の金融費用 

 その他の金融費用は、以下で構成されています。 

－リース負債に係る利息費用（8 を参照） 

－引当金に対する割引の振戻し（12 を参照） 

 

16. 法人所得税 

 法人所得税費用は、当期税金及び繰延税金から構成されています。これらは、その他の包括利益又は資

本に直接認識される項目から生じる場合、及び企業結合から生じる場合を除き、純損益として認識して

います。当期税金は、税務当局に対する納付又は税務当局からの還付が予想される金額で測定していま

す。税額の算定に使用する税率及び税法は、期末日までに制定又は実質的に制定されているものです。繰

延税金は、期末日における資産及び負債の税務基準額と会計上の帳簿価額との差額である一時差異、繰

越欠損金及び繰越税額控除に対して認識しています。 

 なお、以下の一時差異に対しては、繰延税金資産及び負債を計上していません。 

・のれんの当初認識から生じる将来加算一時差異 

・企業結合取引を除く、会計上の利益にも税務上の課税所得（欠損金）にも影響を与えない、かつ取引

時、同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異とを生じさせない取引によって発生する資産及び負

債の当初認識により生じる一時差異 

・子会社、関連会社に対する投資及び共同支配の取決めに対する持分に係る将来減算一時差異に関して

は、予測可能な将来に当該一時差異が解消しない可能性が高い場合、又は当該一時差異の使用対象と

なる課税所得が稼得される可能性が低い場合 

・子会社、関連会社に対する投資及び共同支配の取決めに対する持分に係る将来加算一時差異に関して

は、一時差異の解消する時期をコントロールすることができ、予測可能な期間内に当該一時差異が解

消しない可能性が高い場合 

 繰延税金負債は原則としてすべての将来加算一時差異について認識され、繰延税金資産は将来減算一

時差異を使用できるだけの課税所得が稼得される可能性が高い範囲内で、すべての将来減算一時差異に

ついて認識しています。繰延税金資産の帳簿価額は毎期見直され、繰延税金資産の全額又は一部が使用

できるだけの十分な課税所得が稼得されない可能性が高い部分については、帳簿価額を減額しています。

未認識の繰延税金資産は毎期見直され、将来の課税所得により繰延税金資産が回収される可能性が高く

なった範囲内で認識しています。繰延税金資産及び負債は、期末日において制定されている、又は実質的

に制定されている税率及び税法に基づいて、資産が実現する期間又は負債が決済される期間に適用され

ると予想される税率及び税法によって測定しています。繰延税金資産及び負債は、当期税金資産と当期

税金負債を相殺する法律上強制力のある権利を有しており、かつ同一の税務当局によって同一の納税主
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体に課されている場合又は別々の納税主体であるものの当期税金負債と当期税金資産とを純額で決済す

るか、あるいは資産の実現と負債の決済を同時に行うことを意図している場合に相殺しています。 

 

17. 1 株当たり利益 

 基本的 1 株当たり当期利益は、親会社の普通株主に帰属する当期損益を、その期間の自己株式を調整

した発行済普通株式の加重平均株式数で除して計算しています。 

 希薄化後 1 株当たり当期利益は、希薄化効果を有するすべての潜在株式の影響を調整して計算してい

ます。 

 

会計上の見積りに関する注記 

IFRS に準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、当社グループの会計方針の適用並びに資産、

負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行っており、実際の業績は当

該見積りとは異なる可能性があります。 

 見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積

りを見直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。 

 経営者が行った連結財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは以下のとおりです。 

 

(1) 判断 

 以下の注記には、連結財務諸表上で認識する金額に重要な影響を与える会計方針の適用に際して行う判

断に関する情報が含まれています。 

 

－会計方針に関する事項 1 

連結：当社グループが被投資会社を支配しているか否かの判断 

持分法：当社グループが株式保有先に重要な影響力を有しているか否かの判断 

－会計方針に関する事項 3 及び保険契約に関する注記 

保険契約及び再保険契約の分類：契約が重要な保険リスクを移転するか否か 

保険契約及び再保険契約の集約のレベル：保険契約ポートフォリオの特定、及び当初認識時に不利な

契約グループの決定と当初認識後に不利となる可能性が低い契約グループの決定 

保険契約及び再保険契約の測定：非金融リスクに係るリスク調整の見積り方法の決定、及び契約に基

づいて提供される給付の量 

－会計方針に関する事項 4 

金融資産の減損：当初認識以降に金融資産に係る信用リスクが著しく増大しているか否かの評価 

－金融商品に関する注記 

金融資産の分類：金融資産が保有されている事業モデルの評価、及び金融資産の契約条件が元本及び

元本残高に対する利息の支払いのみであるか否かの評価 

 

(2) 仮定及び見積りの不確実性 

 以下の注記には、2026 年 3 月 31 日に終了する連結会計年度において、資産及び負債の帳簿価額に重要

な修正をもたらすリスクのある、仮定及び見積りの不確実性に関する情報が含まれています。 

 

－会計方針に関する事項 4 

金融資産の減損：予想信用損失の測定に将来情報を織り込むこと 

－会計方針に関する事項 16 

繰延税金資産の認識：税務上の繰越欠損金の便益を利用するために必要な将来の課税所得の発生可能

性 

－金融商品に関する注記 

重要な観察不能なインプットを伴う金融商品の公正価値の算定 

 

 保険契約及び再保険契約の測定で用いた仮定に関する情報については、「保険契約に関する注記 6. 重

要な判断及び見積り」に記載しています。以下の主要な仮定の変動により、将来の会計期間において履行

キャッシュ・フローが著しく変動する可能性がありますが、不利な契約より生じる変動ではない場合、か
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つ将来のサービスに関連する変動である場合は、契約の帳簿価額に影響を及ぼすものではなく、CSM で調

整される変動です。 

 

－生命保険：死亡率、罹患率、解約失効率及び更新率等の契約者の行動、事業費に関する将来キャッシ

ュ・フローの算定に用いる仮定 

－すべての保険契約：非流動性プレミアムなどの割引率に関する仮定 

 

連結財政状態計算書に関する注記 

有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額は、267 百万円です。 

 

連結持分変動計算書に関する注記 

1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数 

普通株式 80,340,768 株 

 

2. 新株予約権、株式引受権及び配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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リスク管理に関する注記 

1. リスク管理体制 

当社グループは、生命保険会社としての財務の健全性及び業務の適切性を確保しつつ、リスク戦略を

実現するため、リスク管理体制の整備・確立が経営上極めて重要であると認識しています。これらリス

ク管理に係る基本的な考えを「リスク管理に関する基本方針」に定めつつ、リスク管理のために社内規

程を制定し、社内の組織体制を確立することにより、当社グループが抱えるリスクの評価・改善体制を

整備しています。 

具体的には、リスク管理に関する基本方針において、当社グループが管理すべきリスクを、保険引受

リスク、市場リスク、信用リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクと規定しています。ま

た、統合的リスク管理規程において、各リスクの一次リスク管理部門を定め、リスク管理部が主な二次

リスク管理部門として、リスクを統括するものとしています。当社グループのリスク管理は、原則とし

て計量化できるものについては VaR※1 リミットを設定して管理し、計量化できないものについては想

定し得るリスクシナリオを考え、当社グループの事業に与える影響の大きいリスクから優先して対応す

るものとしています。 

その上で、リスク管理部は、計量化手法の限界及び弱点を十分に認識し、計量化できるリスクの範囲

を広げるものとしています。 

また、当社グループは、総合的なリスク管理を行うためには、組織横断的な取り組みが有効との考え

に基づき、関係役員・部門長等で構成される「リスク管理委員会」を設置し定期的に開催しています。

さらに、「ALM※2 委員会」を設置し、金融商品に係る各種リスクの管理及び資産・負債の総合管理に

努めています。 

当社グループが保有する金融商品は主として国内及び海外の公社債、株式、投資信託であり、それら

について当社グループが考慮すべきリスクは、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクとなります。

また、当社グループが保有する保険契約について考慮すべきリスクは、保険引受リスク、市場リスク、

信用リスク及び流動性リスクとなります。 

※1 Value at Risk 

※2 Asset Liability Management（資産・負債の総合管理） 

 

2. 保険引受リスク 

保険引受リスクは、死亡リスク、罹患リスク、解約・失効リスク、及び経費リスクで構成されます。 

－死亡リスク：死亡率の水準の予期せぬ変化により生じるリスク 

－罹患リスク：罹患率等の水準の予期せぬ変化により生じるリスク 

－解約・失効リスク：解約失効率、更新率の水準の予期せぬ変化により生じるリスク 

－経費リスク：契約のサービス提供に関連した管理費の予期せぬ増加により生じるリスク 

 

保険引受リスクの管理 

死亡リスクや罹患リスクについては、死亡率や罹患率等が適正な範囲を超えることがないよう、商品開

発時に保障内容や審査方法等を適切に設定するとともに、死亡率や罹患率等の状況を定期的にモニタリ

ングし、必要に応じて審査方法等の見直しや商品改定を実施する体制としています。 

解約・失効リスクについては、解約等の抑制策に取り組みつつ、解約失効率等の状況を定期的にモニタ

リングしています。 

経費リスクについては、事業費削減策に継続的に取り組みつつ、事業費率等の状況を定期的にモニタリ

ングしています。 

 

3. 市場リスク 

当社グループの事業活動は、主に経済環境・金融市場環境の変動に起因する市場リスクにさらされて

います。市場リスクとして、具体的には金利リスク、価格変動リスク及び為替リスクがあります。 

当社グループが保有する金融商品には、国債、地方債、社債、株式、投資信託等が含まれており、金

利リスク、価格変動リスク及び為替リスクにさらされています。また、当社グループが保有する保険契

約は、金利リスクにさらされています。 

 

市場リスクの管理 

(1) 金利リスクの管理 
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当社グループは、取締役会が定める資産運用リスク管理に関する基本方針等において、VaR 等を用い

たリスク・リミットを定め、リスク・リミットを超えていないことを検証する等によりリスク管理部が定

期的に総合的な市場リスクの管理を行い、取締役会等へ報告しています。通常、生命保険会社は、負債の

特性に応じて適切な資産配分を行う ALM の考え方に基づき資産運用を行っています。当社グループは、

掛け捨て及び保障性の商品を中心に取り扱っているため、資産と負債の金利のミスマッチを要因として

損失を被るリスクが当社グループへ与える影響は限定的でありますが、資産と負債の双方が抱える金利

リスクのバランスを管理するため、リスク管理部において、資産と負債の金利感応度分析等を行うこと

で、金利リスクが当社グループに与える影響をモニタリングしています。 

(2) 価格変動リスクの管理 

当社グループは、株式や投資信託へ投資しており、これらの価格変動リスクを負っています。当社グル

ープは、VaR 等のリスク・リミットに価格変動リスクも 1 つの要因として含め、リスク管理部が定期的

に総合的な市場リスクの管理を行い、取締役会等へ報告しています。 

(3) 為替リスクの管理 

当社グループは、外貨建債券等へ投資しており、これらの為替リスクを負っています。当社グループ

は、VaR 等のリスク・リミットに為替リスクも 1 つの要因として含め、リスク管理部が定期的に総合的

な市場リスクの管理を行い、取締役会等へ報告しています。 

 

4. 信用リスク 

信用リスクとは、金融商品や債権について、信用供与先の財務状況の悪化等により債務不履行が生

じ、資産の価値が減少ないし消失し、当社グループが損失を被るリスクをいいます。 

再保険契約や店頭デリバティブ取引等におけるカウンター・パーティの財務状況の悪化等に起因する

リスクを含みます。 

 

信用リスクの管理 

有価証券への投資に伴う信用リスクに関しては、取締役会が定めるリスク・リミットに基づき、リスク

管理部において、発行体の格付等の信用情報や有価証券の時価等の把握・評価を定期的に行うことで管

理しています。社債への投資にあたっては、原則として、外部格付機関による信用格付けが BBB 以上の

ものを対象としています。また、再保険会社への再保険出再に伴う信用リスクに関しては、リスク管理部

において、再保険会社の格付等の信用情報や、再保険貸や担保の残高等の把握・評価を定期的に行うこと

で管理しています。再保険会社との再保険出再契約の新規締結にあたっては、原則として、外部格付機関

による再保険会社の信用格付が BBB 以上であることを必要としています。 

 

5. 流動性リスク 

流動性リスクは、保険契約及び再保険契約、金融資産・負債等に起因する、資金繰りリスクと市場流

動性リスクから構成されます。資金繰りリスクとは、予期せぬ急激な資金流失等により予定外の資金調

達を余儀なくされる等して損失を被るリスクをいいます。また、市場流動性リスクとは、市場の混乱等

により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされたり

することにより損失を被るリスクをいいます。 

 

流動性リスクの管理 

当社グループの取扱商品は解約返戻金がない、又は少ない保障性商品のみに限られているため、予期

せず大量の解約が発生した場合に資金繰りが逼迫する可能性は低いものと捉えています。しかしなが

ら、感染症の大流行・地震・津波・テロ等の大規模災害が発生し保険金や給付金の支払いが増加した場

合に備え、当社グループは、一定程度の預貯金を含め、手元流動性を確保した資産運用を行っていま

す。また、資産運用においては、予期せず資産の売却を迫られる場合に備え、一般的に市場流動性が高

いと考えられる金融市場で流通している有価証券を投資対象としています。 
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保険契約に関する注記 

1. 保険収益 

    （単位：百万円） 

  個人保険  団体保険  合計 

PAA を適用せずに測定している保険契約       

残存カバーに係る負債の変動額       

提供したサービスについて認識した CSM  7,871  －  7,871 

消滅したリスクに関する非金融リスクに

係るリスク調整の変動 
 1,676  －  1,676 

予想保険金及び維持費  12,197  －  12,197 

その他  △97  －  △97 

保険獲得キャッシュ・フローの回収  4,722  －  4,722 

 

PAA を適用して測定している保険契約 
 

26,370 

－ 
 

－ 

8,018 
 

26,370 

8,018 

保険収益合計  26,370  8,018  34,388 

 

 

2. 投資損益及び保険金融費用 

  （単位：百万円） 

投資損益  △740 

保険金融収益又は費用   

発生利息  10 

金利及びその他の財務上の仮定の影響  △6,668 

為替差損益（純額）  0 

保険金融収益又は費用合計  △6,657 

再保険契約に係る保険金融収益又は費用   

発生利息  16 

金利及びその他の財務上の仮定の影響  395 

再保険契約に係る保険金融収益又は費用合計  412 

   

純損益で認識された金額   

投資損益  313 

保険金融収益又は費用  △63 

再保険契約に係る保険金融収益又は費用  16 

その他の包括利益で認識された金額   

投資損益  △1,053 

保険金融収益又は費用  △6,593 

再保険契約に係る保険金融収益又は費用  395 
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3. 保険契約残高及び再保険契約残高の増減 

(1) 個人保険 

① 保険契約 

(a) 残存カバー及び発生保険金別の分析 

  （単位：百万円） 

  残存カバーに係る負債  発生 
保険金に 
係る負債 

 

合計 
  

損失要素 
以外 

 損失要素   

期首の資産  △32,548  268  2,055  △30,224 

期首の負債  －  －  －  － 

期首残高の純額  △32,548  268  2,055  △30,224 

純損益及びその他の包括利益計算書に

おける変動 
        

保険収益  △26,370  －  －  △26,370 

  △26,370  －  －  △26,370 

保険サービス費用         

発生保険金及び維持費  －  △11  11,645  11,633 

保険獲得キャッシュ・フローの償却  4,722  －  －  4,722 

不利な契約に係る損失及び損失の戻

入れ 
 －  △52  －  △52 

  4,722  △63  11,645  16,304 

保険サービス損益  △21,647  △63  11,645  △10,066 

保険金融費用（純額）  6,692  △34  －  6,657 

為替レートの変動による影響  △0  －  －  △0 

純損益及びその他の包括利益計算書に

おける変動合計 
 △14,956  △97  11,645  △3,408 

キャッシュ・フロー         

保険料の受取額  27,415  －  －  27,415 

保険金及び維持費の支払額（投資要素

を含む） 
 －  －  △11,613  △11,613 

保険獲得キャッシュ・フロー  △10,458  －  －  △10,458 

キャッシュ・フロー合計  16,956  －  △11,613  5,342 

期末残高の純額  △30,547  170  2,087  △28,290 

期末の資産  △30,547  170  2,087  △28,290 

期末の負債  －  －  －  － 

期末残高の純額  △30,547  170  2,087  △28,290 
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(b) 測定要素別の分析－PAA を適用せずに測定している保険契約 

  （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

将来キャッ

シュ・フロ

ーの現在価

値の見積り 

 

非金融 

リスクに 

係るリスク

調整 

 CSM  合計 

期首の資産  △143,771  21,486  92,059  △30,224 

期首の負債  －  －  －  － 

期首残高の純額  △143,771  21,486  92,059  △30,224 

純損益及びその他の包括利益計算書に

おける変動 
        

現在のサービスに関する変動         

提供したサービスについて認識した

CSM 
 －  －  △7,871  △7,871 

消滅したリスクに関する非金融リス

クに係るリスク調整の変動 
 －  △1,677  －  △1,677 

実績調整  △464  －  －  △464 

将来のサービスに関する変動         

当期に当初認識した契約  △6,640  1,915  4,726  1 

CSM を修正する見積りの変更  △6,881  △569  7,450  － 

不利な契約に係る損失及び損失の戻

入れを伴う見積りの変更 
 △18  △35  －  △53 

保険サービス損益  △14,005  △365  4,305  △10,066 

保険金融費用（純額）  9,339  △3,702  1,020  6,657 

為替レートの変動による影響  △0  0  △0  △0 

純損益及びその他の包括利益計算書に

おける変動合計 
 △4,666  △4,068  5,325  △3,408 

キャッシュ・フロー（注）  5,342  －  －  5,342 

期末残高の純額  △143,094  17,418  97,385  △28,290 

期末の資産  △143,094  17,418  97,385  △28,290 

期末の負債  －  －  －  － 

期末残高の純額  △143,094  17,418  97,385  △28,290 

（注）キャッシュ・フローの分析は、前項に記載しています。 
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② 再保険契約 

(a) 残存カバー及び発生保険金別の分析 

  （単位：百万円） 

  残存カバー要素  
発生 

保険金要素 
 

合計 

  
損失回収 

要素以外 
 
損失回収 

要素 
 
発生保険金

に係る負債 
 

期首の資産  △110  －  △553  △663 

期首の負債  25  △2  △11  11 

期首残高の純額  △85  △2  △564  △652 

純損益及びその他の包括利益計算書に

おける変動 
        

再保険損益  1,664  0  △1,128  536 

うち、再保険者の不履行リスクの 

変化の影響 
 4  －  －  4 

再保険契約から生じる金融収益の 

純額 
 △412  0  －  △412 

純損益及びその他の包括利益計算書に

おける変動合計 
 1,251  0  △1,128  124 

キャッシュ・フロー         

保険料の支払額  △1,432  －  －  △1,432 

受取額  －  －  1,053  1,053 

キャッシュ・フロー合計  △1,432  －  1,053  △378 

期末残高の純額  △266  △1  △639  △906 

期末の資産  △266  △1  △639  △906 

期末の負債  －  －  －  － 

期末残高の純額  △266  △1  △639  △906 
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(b) 測定要素別の分析－PAA を適用せずに測定している保険契約 

  （単位：百万円） 

  

将来キャッ

シュ・フロ

ーの現在価

値の見積り 

 

非金融 

リスクに 

係るリスク 

調整 

 CSM  合計 

期首の資産  7,236  △2,051   △5,848  △663 

期首の負債  211  △17  △182  11 

期首残高の純額  7,447  △2,068  △6,031  △652 

純損益及びその他の包括利益計算書に

おける変動 
        

現在のサービスに関する変動         

受け取ったサービスについて 

認識した CSM 
 －  －  461  461 

消滅したリスクに関する非金融 

リスクに係るリスク調整の変動 
 －  140  －  140 

実績調整  △70  －  －  △70 

将来のサービスに関する変動         

当期に当初認識した契約  20  △2  △17  － 

CSM を修正する見積りの変更  △528  481  46  － 

基礎となる不利な契約に係る損失 

及び損失の戻入れに関する 

見積りの変更 

 △1  1  －  0 

再保険者の不履行リスクの変化の影響  6  △2  －  4 

再保険損益  △573  618  490  536 

再保険契約から生じる金融収益の純額  △461  107  △57  △412 

純損益及びその他の包括利益計算書に

おける変動合計 
 △1,034  725  432  124 

キャッシュ・フロー（注）  △378  －  －  △378 

期末残高の純額  6,034  △1,343  △5,598  △906 

期末の資産  6,034  △1,343  △5,598  △906 

期末の負債  －  －  －  － 

期末残高の純額  6,034  △1,343  △5,598  △906 

（注）キャッシュ・フローの分析は、前項に記載しています。 
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(2) 団体保険 

① 保険契約 

残存カバー及び発生保険金別の分析 

  （単位：百万円） 

  

残存カバー

に係る負債 

 発生保険金に係る負債  

合計 
   

将来キャッ

シュ・フロ

ーの現在価

値の見積り 

 

非金融リス

クに係るリ

スク調整 

 

期首の資産  －  －  －  － 

期首の負債  －  880  －  880 

期首残高の純額  －  880  －  880 

純損益及びその他の包括利益計算書に

おける変動 
        

保険収益  △8,018  －  －  △8,018 

  △8,018  －  －  △8,018 

保険サービス費用         

発生保険金及び維持費  －  5,089  －  5,089 

  －  5,089  －  5,089 

保険サービス損益  △8,018  5,089  －  △2,928 

純損益及びその他の包括利益計算書に

おける変動合計 
 △8,018  5,089  －  △2,928 

キャッシュ・フロー         

保険料の受取額  8,018  －  －  8,018 

保険金及び維持費の支払額（投資要素

を含む） 
 －  △5,182  －  △5,182 

キャッシュ・フロー合計  8,018  △5,182  －  2,835 

期末残高の純額  －  786  －  786 

期末の資産  －  －  －  － 

期末の負債  －  786  －  786 

期末残高の純額  －  786  －  786 
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② 再保険契約 

残存カバー及び発生保険金別の分析 

  （単位：百万円） 

  

残存カバー

要素 

 発生保険金要素  

合計 
   

将来キャッ

シュ・フロ

ーの現在価

値の見積り 

 

非金融リス

クに係るリ

スク調整 

 

期首の資産  394  △599  －  △205 

期首の負債  －  －  －  － 

期首残高の純額  394  △599  －  △205 

純損益及びその他の包括利益計算書に

おける変動 
        

再保険損益  2,661  △1,810  －  851 

純損益及びその他の包括利益計算書に

おける変動合計 
 2,661  △1,810  －  851 

キャッシュ・フロー         

保険料の支払額  △2,595  －  －  △2,595 

受取額  －  1,679  －  1,679 

キャッシュ・フロー合計  △2,595  1,679  －  △916 

期末残高の純額  460  △730  －  △269 

期末の資産  460  △730  －  △269 

期末の負債  －  －  －  － 

期末残高の純額  460  △730  －  △269 
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4. 当期に当初認識した契約の影響 

 以下の表は、当期に当初認識した PAA を適用せずに測定している保険契約及び再保険契約の当初認識

から生じる測定要素に対する影響を要約したものです。 

 

保険契約 

    （単位：百万円） 

 

 
 

発行した 

不利でない契

約 

 
発行した 

不利な契約 
 合計 

保険獲得キャッシュ・フロー  10,547  33  10,580 

未払保険金及びその他の保険サービス

費用 
 24,236  83  24,319 

キャッシュ・アウトフローの現在価値の

見積り 
 34,783  117  34,900 

キャッシュ・インフローの現在価値の見

積り 
 △41,420  △120  △41,540 

非金融リスクに係るリスク調整  1,910  4  1,915 

CSM  4,726  －  4,726 

当初認識時に認識した損失  －  1  1 

（注）当社グループは、当初認識時の保険契約グループの CSM は 6 ヶ月ごとに計算してい

る一方、保険契約グループを発行年度によって分割していることから、不利な契約

グループでも CSM を計上する契約が含まれることがあります。 

 

再保険契約 

  （単位：百万円） 

キャッシュ・インフローの現在価値の見積り  △83 

キャッシュ・アウトフローの現在価値の見積り  103 

非金融リスクに係るリスク調整  △2 

当初認識時に認識した収益  － 

CSM  △17 

 

 

  



49 

 

5. 契約上のサービス・マージン（CSM） 

 以下の表は、PAA を適用せずに測定している保険契約及び再保険契約について当社グループが残存

CSM を保険収益として認識することを見込む時期を示したものです。 

（単位：百万円） 

  1 年未満  1－2 年  2－3 年  3－4 年  4－5 年  5－10 年  10 年超  合計 

保険契約  7,877  7,528  7,184  6,815  6,399  26,127  35,451  97,385 

再保険契約  △482  △466  △448  △421  △392  △1,437  △1,949  △5,598 

                 

 

6. 重要な判断及び見積り 

(1) 履行キャッシュ・フロー 

履行キャッシュ・フローは、以下で構成されています。 

－将来キャッシュ・フローの見積り 

－貨幣の時間価値及び将来キャッシュ・フローに係る金融リスク（当該金融リスクが将来キャッシ

ュ・フローの見積りに反映されていない範囲で）を反映するための調整 

－非金融リスクに係るリスク調整 

当社グループの将来キャッシュ・フローの見積りの目的は、生じ得るすべての範囲の結果を反映す

る一定範囲のシナリオの期待値を算定することです。 

当社グループで取り扱う保険契約は配当や解約返戻金等のない単純な構造であるため、単一シナリ

オによる決定論的手法を用いて将来キャッシュ・フローを見積もっています。 

 

① 将来キャッシュ・フローの見積り 

将来キャッシュ・フローを見積もる際に、当社グループは報告日現在で過大なコストや労力を掛

けずに利用可能なすべての合理的で裏付け可能な情報を偏りのない方法で織り込んでいます。この

情報は保険金及びその他の実績に関する内部及び外部の過去データを含み、将来の事象についての

現在の予想を反映するように更新されます。 

将来キャッシュ・フローの見積りは、関連する市場変数の見積りが観察可能な市場価格と整合的

であることを条件として、報告日現在の状況に関する当社グループの見解を反映しています。将来

キャッシュ・フローを見積もる際に、当社グループは将来キャッシュ・フローに影響を与える可能

性のある将来の事象についての現在の予想を考慮に入れています。ただし、既存の契約における現

在の義務を変更又は免除するか、若しくは新たな義務を創出することとなる将来の法制の変更につ

いての予想は、その法制の変更が実質的に制定されるまでは、考慮に入れていません。 

保険契約の境界線内のキャッシュ・フローは、契約の履行に直接関連するキャッシュ・フローで

す。これには、保険契約者に対する（又は保険契約者のための）支払い、保険獲得キャッシュ・フロ

ー、保険契約を履行する際に発生するその他のコストが含まれます。 

保険獲得キャッシュ・フローは、保険契約グループの販売、引受け及び開始の活動により生じる

キャッシュ・フローのうち、当該グループが属する保険契約ポートフォリオに直接起因するもので

す。保険契約を履行する際に発生するその他のコストには、保険金請求処理、維持及び管理のコス

ト、保険契約の境界線内の受け取るべき平準払保険料に対して支払うべき継続的な手数料が含まれ

ます。 

保険獲得キャッシュ・フロー及び保険契約を履行する際に発生するその他のコストは、直接費と

固定間接費及び変動間接費の配分額で構成されています。 

保険獲得キャッシュ・フロー及び保険契約を履行する際に発生するその他のコストは、規則的か

つ合理的で、類似の特徴を有するすべてのコストに首尾一貫して適用される方法を用いて契約グル

ープに配分しています。その他のコストは発生時に純損益に認識しています。 

 

契約の境界線 

契約の測定に含まれる将来のキャッシュ・フローを定義する契約の境界線は、当社グループの契

約上の実質的な権利及び義務に関して判断し、評価しています。 

－保険契約 
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当社グループが発行する個人向けの保険契約（定期死亡保険等）の一部は、更新型の契約です。

当社グループは、これらの契約の将来の更新に係るキャッシュ・フローは、契約の境界線内である

と判断しています。これは、当社グループが更新後の保険契約に適用される保険料について当該保

険契約の属するポートフォリオのリスクを反映して価格を改定する実務上の能力を有していない

ためです。 

 

団体信用生命保険は、毎年更新型の 1 年契約です。当社グループは、これらの契約の将来の更新

に係るキャッシュ・フローは、契約の境界線外であると判断しています。これは、毎年請求される

保険料が、当社グループが予想するその年のリスクに対するエクスポージャーを反映しており、当

社グループは、更新に伴って、保険金請求実績及び各ポートフォリオの予想に基づき翌年度の保険

料について再評価したリスクを反映して価格を改定できるためです。 

 

－再保険契約 

当社グループの各比例再保険契約は、契約期間内に基礎となる保険契約から生じた保険金請求

をカバーしています。いずれの再保険契約についても、当社グループ及び再保険者の両方に、実質

的な解約権はなく、また、再保険者に再保険料率を改訂する実務上の能力もないことから、基礎と

なる保険契約の境界線内にあるキャッシュ・フローに起因する再保険契約に関するすべてのキャ

ッシュ・フローを見込んでいます。 

 

保険契約及び再保険契約の測定に用いた仮定 

将来キャッシュ・フローを見積もる際に用いる死亡率、罹患率及び保険契約者の行動に関する仮

定は、商品の種類別に策定し、最近の実績及び保険契約グループ内の保険契約者の特性を反映して

います。 

死亡率及び罹患率の仮定は、国民生命表や医療統計等の公的データ、業界の傾向及び最近の実績

を組み合わせて策定しています。実績は定期的にモニタリングしており、その結果は新商品の料率

設定と既存の保険契約の測定の両方に反映しています。 

 

－死亡率：公益社団法人日本アクチュアリー会が作成した生保標準生命表 2018（死亡保険用）又

は第三分野標準生命表 2018 を無配当保険用に調整した予定死亡率に、直近の実績及び業界の傾

向を踏まえて保険年度別に算定した係数を乗じたものを設定しています。 

 

－罹患率：給付種類別に、厚生労働省が作成した患者調査等の医療統計データや保険金等の支払実

績を基に作成した予定発生率に、直近の実績を踏まえて到達年齢別又は保険年度別に算定した

係数を乗じたものを設定しています。 

 

－保険契約者の行動：解約失効率は、最近の実績における傾向に基づき、保険商品の種類、販売経

路及び保険年度別に見積もっています。また、更新率は、最近の実績における傾向に基づき、保

険商品の種類及び更新時年齢別に見積もっています。 

 

－事業費：最近の経費水準に基づいて将来における経費の見積りを行っています。当該経費は、固

定間接費及び変動間接費の配分を含む、保険契約グループに直接起因する経費から構成されま

す。また、将来の経費の見積りについては、インフレの調整を行っています。インフレ率につい

ては、割引率に使用しているフォワードレートの補外開始年度（40 年目）までは物価連動国債

から算出されるブレーク・イーブン・インフレ率を参考に 1.6%とし、補外開始年度を超える期

間については、終局水準を 2.0%として割引率に使用しているフォワードレートに合わせて上昇

するように設定しています。 
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死亡率及び解約失効率の仮定は以下のとおりです（加重平均）。 

死亡率  解約失効率 

0.79%  3.99% 

（注）保険年度や販売経路別に設定された前提条件をもとに契約毎に将来の保有契約、死亡率、解

約失効率を見積もり、保有契約全体の将来の各年度における死亡率又は解約失効率を将来

の各年度における保有契約の規模で重み付けしたものです。 

 

② 割引率 

すべてのキャッシュ・フローは、当該キャッシュ・フロー特性と保険契約の流動性特性を反映す

るように調整したリスクフリーのイールド・カーブを用いて割り引いています。当社グループは原

則として、国債金利を用いてリスクフリーのイールド・カーブを算定しています。当該イールド・カ

ーブは、長期の実質金利とインフレ予想を考慮して、利用可能な最新の市場データと終局フォワー

ドレートで補間計算することにより算出しています。終局フォワードレートは 3.8%を仮定し、補外

開始年度を 40 年目としています。41 年目以降のフォワードレートは補外開始以降 20 年で終局金利

の水準に収束するように Smith-Wilson 法により補外しています。 

終局フォワードレートは、見直されることになっているものの、安定的であることが予想されて

おり、かつ、長期の予想に著しい変化がある場合にのみ変動するものです。保険契約の流動性特性

を反映するために、リスクフリーのイールド・カーブは非流動性プレミアムによって調整していま

す。非流動性プレミアムは原則として、リスクフリーのイールド・カーブに対する債券のスプレッ

ドのマーケットデータ等を用いて調整したものとして Solvency II における Volatility Adjustment を参

考に設定しています。 

 

以下の表は、保険契約のキャッシュ・フローを割り引くのに用いたイールド・カーブを示したも

のです。 

 

 

 

 

③ 非金融リスクに係るリスク調整 

非金融リスクに係るリスク調整は原則として、非金融リスクを負担することに対する報酬を反映

して設定しており、保険契約グループのリスク・プロファイルの分析を基礎として、規則的かつ合

理的な方法を用いて契約グループに配分しています。また、非金融リスクに係るリスク調整には、

当社グループが要求する報酬と整合的で、かつリスク回避の程度を反映する方法によって、分散効

果を反映しています。 

 

非金融リスクに係るリスク調整は、資本コスト法を用いて、将来キャッシュ・フローの現在価値

の見積りとは区別して算定しています。 

資本コスト法においては、将来の各報告日現在の保険契約から生じる将来キャッシュ・フローの

現在価値の確率分布を見積もり、99.5%信頼水準にて保険契約期間にわたって生じる保険金支払に関

する契約上の義務の履行に要するであろう所要資本を計算したうえで、資本コスト率（投資家が非

金融リスクに対するエクスポージャーに対して要求するであろう追加的な報酬を表しています）を

乗じた結果を非流動性について調整したリスクフリーの金利を用いて割り引くことによって、各保

険契約グループの非金融リスクに係るリスク調整を算定しています。 

なお、非金融リスクに係るリスク調整は、信頼水準 71.4%に対応しています。 

 

  

1 年  5 年  10 年  20 年  40 年 

1.30%  2.55%  3.78%  5.15%  3.68% 
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(2) 契約上のサービス・マージン（CSM） 

カバー単位の決定 

保険契約グループの CSM の金額は、各期間に提供されたサービスを反映するために、個々の契約に

おける給付の量とカバーの予想残存期間を考慮して決定したカバー単位の数に基づいて、各期間の純

損益に認識しています。カバー単位は、各報告日に見直し、更新しています。 

当社グループは、給付の量を保険金等の会計期間における最大支払金額の合計として決定していま

す。 

 

CSM を純損益に配分することが見込まれる時期の分析は、「5. 契約上のサービス・マージン（CSM）」

で開示しています。 

 

 

7. リスクの状況 

(1) 保険引受リスク 

① 保険引受リスクの集中 

国別には、当社グループは日本国内のみで営業しているため、保険契約は一部の受再保険契約を除

いて日本におけるもので構成され、保険引受リスクも日本国内での保険契約に係るものに集中してい

ます。 

保険商品別には、定期死亡保険に係るものの割合が相対的に大きく、保険引受リスクのうち死亡リ

スクが相対的に大きいものとなります。 

 

② 感応度分析 

以下の表は、合理的に生じ得る保険引受リスクの変動が報告日に生じた場合に、CSM、純損益及び

資本がどのように増加（減少）するかを分析したものです。 

この分析は、再保険によるリスク控除前後の感応度を示しています。また、他のすべての変数は一

定であると仮定しています。 

 

（単位：百万円） 
 

  CSM  純損益  資本 

  
再保険 
控除前 

 
再保険 
控除後 

 
再保険 
控除前 

 
再保険 
控除後 

 
再保険 
控除前 

 
再保険 
控除後 

個人保険             

死亡率・罹患率 5％低下  12,248  10,362  1,145  1,013  814  720 

解約失効率 10％低下  2,938  2,719  218  202  154  144 

事業費率 10％減少  7,293  7,301  702  701  499  498 

非更新率 10％低下  8,906  8,839  759  752  539  534 

 

保険引受リスク・エクスポージャーの変動は、CSM、純損益及び資本に対して主に以下のような影

響を及ぼす可能性があります。純損益及び資本への影響は、関連する法人所得税を控除して表示され

ています。 

a. CSM －保険金融収益又は費用として認識されるものを除き、損失要素に関連のな

い、履行キャッシュ・フローの変動 

b. 純損益 －損失要素に関連する履行キャッシュ・フローの変動 

－保険金融収益又は費用として純損益で認識される履行キャッシュ・フロー

の変動 

c. 資本 －保険金融収益又は費用としてその他の包括利益で認識される履行キャッ

シュ・フローの変動 

(b)で算定された純損益への影響額 
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(2) 市場リスク 

感応度分析 

以下の表は、金利の変動が報告日に生じた場合に、将来キャッシュ・フローを改定後の実勢利率で

割り引いた結果として、生命保険契約についてその他の包括利益で認識される保険金融収益又は費用

がどのように増加（減少）するかを分析したものです。 

この分析は、再保険によるリスク控除前後の感応度を示しています。また、他のすべての変数は一

定であると仮定しています。 

資本への影響は、関連する法人所得税を控除して表示されています。 

（単位：百万円） 

  資本 

  再保険控除前  再保険控除後 

個人保険     

金利 1%上昇  △5,101  △4,818 

金利 1%低下  5,307  4,977 

金利 0.5%上昇  △2,600  △2,453 

金利 0.5%低下  2,628  2,469 

 

(3) 信用リスク 

① 信用の質に関する分析 

再保険会社との再保険出再契約の新規締結にあたっては、原則として、外部格付機関による再保険会

社の信用格付（長期又は保険財務力格付のうち格付の低い方）が BBB 以上であることを必要としていま

す。 

上記を満たさない場合であっても、出再契約の内容、担保の状況、再保険会社の専門性、特殊性、業歴

及び再保険料の水準、財務への影響等を考慮し、妥当であると認められるときは、取締役会の決定をもっ

て出再契約を締結することとしています。 

 

② 信用リスクの集中 

当社グループは、単一の再保険者への信用リスクの重大な集中はありません。 
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(4) 流動性リスク 

① 満期分析 

以下の表は、当社グループの保険契約及び再保険契約の満期分析で、キャッシュ・フローが発生する

と予想される日を反映しています。 

（単位：百万円） 
 

  将来キャッシュ・フローの現在価値の見積り 

  1 年以内  
1 年超 

2 年以内 
 

2 年超 
3 年以内 

 
3 年超 

4 年以内 

保険契約         

負債  －  －  －  － 

資産  △11,249  △11,589  △10,433  △9,182 

  △11,249  △11,589  △10,433  △9,182 

再保険契約         

負債  －  －  －  － 

資産  △98  382  418  408 

  △98  382  418  408 

 

  将来キャッシュ・フローの現在価値の見積り   

  
4 年超 

5 年以内 
 

5 年超 
10 年以内 

 10 年超  合計 

保険契約         

負債  －  －  －  － 

資産  △8,603  △35,469  △56,565  △143,094 

  △8,603  △35,469  △56,565  △143,094 

再保険契約         

負債  －  －  －  － 

資産  374  944  3,604  6,034 

  374  944  3,604  6,034 

(注) PAA を適用して測定している保険契約を含みません。 

 

② 要求払に対応する保険契約負債の金額は、以下のとおりです。 

  （単位：百万円） 

  
要求払 

対応金額 
 帳簿価額 

個人保険  1,087  1,087 

団体保険  161  161 

  1,249  1,249 
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金融商品に関する注記 

1. 金融商品の状況に関する事項 

リスク管理に関する注記に記載のとおりです。 

 

2. 金融商品の公正価値等に関する事項 

金融商品の公正価値の算定方法及び公正価値ヒエラルキーのレベル別分類は以下のとおりです。な

お、各レベルは以下のように定義しています。 

 

レベル 1：活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格（無調整） 

レベル 2：レベル 1 以外の、直接又は間接的に観察可能な価格で構成されたインプット 

レベル 3：重要な観察可能でないインプット 

 

帳簿価額と公正価値が近似している金融商品については、注記を省略しています。 

活発な市場における相場価格を入手できる株式の公正価値については、取引所の価格によっており、

レベル 1 に分類しています。それ以外の株式の公正価値については、類似銘柄の取引所の価格又は純資

産価値に基づき必要な修正を行う等、適切な評価方法により公正価値を算定しており、全ての重要なイ

ンプットが観察可能である場合はレベル 2 に分類し、重要な観察可能でないインプットを含む場合はレ

ベル 3 に分類しています。 

 債券の公正価値については、売買参考統計値やブローカーによる提示相場等、利用可能な情報に基づ

く合理的な評価方法により算定しており、主に国債等はレベル 1、それ以外の債券はレベル 2 又は 3 に

分類しています。レベル 3 に分類された債券については、割引キャッシュ・フロー法等により公正価値

を測定しており、クレジット・スプレッド等の観察可能でないインプットを用いています。重要な観察

可能でないインプットのうち、クレジット・スプレッドが上昇（低下）した場合は、債券の公正価値は

減少（増加）します。 

 投資事業組合への出資金の公正価値は、組合財産の公正価値を見積もった上、当該公正価値に対する

持分相当額で測定しています。従って、投資事業組合への出資金の公正価値の測定は、観察不能なイン

プットを用いているため、レベル 3 に分類しています。 

デリバティブは、為替レート及び金利等の市場データに基づいて取引先金融機関等が算定した価格に

基づいており、レベル 2 に分類しています。 

 レベル 3 に分類された金融商品について、重要な観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替

的な仮定を反映するように変更した場合の公正価値の変動は重要ではありません。 

 なお、以下の表において、「外国証券」には円建外国債券、外貨建債券及び外貨建株式が含まれ、「そ

の他の証券」には投資事業組合への出資金が含まれます。 
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3. 金融商品の公正価値の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

(1) 公正価値のヒエラルキー 

公正価値で測定する金融商品の公正価値ヒエラルキーは以下のとおりです。 

    （単位：百万円） 

 レベル1 レベル2 レベル3 合計 

資産：     

純損益を通じて公正価値で測定す

る金融資産 
    

投資有価証券     

国債 － － － － 

地方債 － － － － 

社債 － 574 － 574 

株式 48 － 0 48 

外国証券 － － 763 763 

その他の証券 － － 84 84 

合計 48 574 848 1,471 

その他の包括利益を通じて公正価

値で測定する資本性金融資産 
    

投資有価証券     

株式 572 3,267 － 3,840 

合計 572 3,267 － 3,840 

その他の包括利益を通じて公正価

値で測定する負債性金融資産 
    

投資有価証券     

国債 6,203 － － 6,203 

地方債 － 1,077 － 1,077 

社債 － 41,515 － 41,515 

株式 － － － － 

外国証券 － 1,962 16,432 18,394 

その他の証券 － － － － 

合計 6,203 44,555 16,432 67,192 

負債：     

純損益を通じて公正価値で測定す

る金融負債 
    

デリバティブ負債 － 209 － 209 

 

当社グループは、各ヒエラルキー間の振替を、振替を生じさせた事象が発生した報告期間の末日において

認識しています。各年度においてレベル 1 とレベル 2 の間の重要な振替はありません。 

 

(2) 評価プロセス 

レベル 3 に分類された金融商品の公正価値の測定については、フロント部門から独立した管理部門にて

内規を定めており、当該規程に沿って管理部門が行っています。また、第三者から入手した相場価格を利用

する場合においては、所定の検証手続を実施しています。 
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(3) レベル 3 に分類された経常的に公正価値で測定する金融商品の期首残高から期末残高への調整表 

（単位：百万円） 

 株式 外国証券 その他の証券 

期首残高 9 14,139 87 

利得又は損失    

純損益（注） △9 1,117 △2 

その他の包括利益 － 22 － 

購入 － 3,268 － 

売却・償還 － △1,350 △0 

その他 － － － 

レベル 3 への振替 － － － 

レベル 3 からの振替 － － － 

期末残高 0 17,196 84 

報告期末に保有している資産について純損益に計上

された当期の未実現損益の変動（注） 
△9 953 △2 

（注）連結損益計算書の「その他の投資損益」に含まれています。 

 

(4) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品 

当社グループは、投資先との中長期的な関係の維持・強化を目的として保有する一部の株式について、そ

の他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品に指定しています。その他の包括利益を通じ

て公正価値で測定する資本性金融商品の銘柄、公正価値及び受取配当金は以下のとおりです。 

 （単位：百万円） 

銘柄 公正価値 受取配当金 

(株)アドバンスクリエイト 3,840 － 

 

 

1 株当たり情報に関する注記 

1 株当たり親会社所有者帰属持分は、1,189 円 95 銭です。 

基本的 1 株当たり当期利益は、100 円 11 銭です。 

 

重要な後発事象に関する注記 

当社は、2026 年 4 月 30 日に、当社の主要株主である au フィナンシャルホールディングス株式会社（以

下、「auFH」）が、日本航空株式会社（以下、「JAL」）との間で、auFH が所有する当社普通株式の全部

を、JAL に対し譲渡する（以下、「本譲渡」）ことに合意した旨の報告を受けました。 

本譲渡に関連して、当社は、同日の取締役会決議により、JAL との新たな資本業務提携の締結、auFH と

の資本提携の解消、auFH 及び KDDI 株式会社との業務提携の変更、並びに、当社普通株式の売出しに関し

決定し、当社の主要株主及びその他の関係会社に異動が生じる見込みとなりました。 

本取引に係る翌連結会計年度の連結業績等に与える影響は精査中です。 
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(7) 保険業法に基づく債権の状況 

該当事項はありません。 

 

(8) 連結ソルベンシー・マージン比率 

単体ベースのソルベンシー・マージン比率の計算に子会社株式に係る特例手法を適用しているため、連結ソルベンシー・マージ

ン比率については、単体ベースのソルベンシー・マージン比率の計算結果を準用しています。 

 

(9) 子会社等である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況 

該当事項はありません。 

 

(10) セグメント情報 

・セグメント収益及び業績 

 当社グループは生命保険事業の単一セグメントのみとなるため、事業分野ごとの収益、損益及びその他項目の記載を省略

しています。 

 

・製品及びサービス別に関する情報 

 当社グループは単一の製品及びサービスを販売しているため、製品及びサービス別の売上収益の記載を省略しています。 

 

・地域別に関する情報 

 外部顧客からの国内売上収益が連結損益計算書の売上収益の大部分を占めるため、地域別の売上収益の記載を省略してい

ます。 

 

・主要な顧客に関する情報 

  

 前連結会計年度（自  2024 年 4 月 1 日  至  2025 年 3 月 31 日） 

（単位：百万円） 

 

  当連結会計年度（自  2025 年 4 月 1 日  至  2026 年 3 月 31 日） 

（単位：百万円） 

 

顧客の名称又は氏名 保険収益 関連するセグメント名 

au じぶん銀行㈱ 5,797 生命保険事業 

顧客の名称又は氏名 保険収益 関連するセグメント名 

au じぶん銀行㈱ 8,018 生命保険事業 


